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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転数可変な圧縮機により冷媒を循環させる冷凍サイクルを用いた冷凍サイクル装置であ
って、
クロック信号を発生するクロック発振回路を有したマイクロコンピュータを装備して、前
記冷凍サイクルの運転を制御する制御装置と、
この制御装置に設けられ、当該冷凍サイクル装置に入力された電源の交流電圧の電圧ゼロ
点を検出する電源ゼロクロス回路と、
この電源ゼロクロス回路と前記クロック発振回路を含む前記マイクロコンピュータで構成
され、前記マイクロコンピュータが、前記クロック発振回路のクロック信号を使用して、
前記電源ゼロクロス回路が検出した電圧ゼロ点の間隔から前記電源の交流電圧の周期を捉
えることで、電源の周波数を測定する電源の周波数測定回路と、を備え、
前記クロック発振回路は、セラミック発振子を用いたものであって、
前記制御装置が、
前記電源の周波数測定回路が測定した所定時間分の電源の周波数を平均化処理して基準周
波数とし、この基準周波数に対する前記電源の周波数測定回路が測定した電源の周波数の
変動量を求め、
この電源の周波数の変動量が所定範囲を逸脱した場合に、前記圧縮機の回転数を変化させ
ることを特徴とする冷凍サイクル装置。
【請求項２】
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前記マイクロコンピュータが、前記電源ゼロクロス回路が検出した電圧ゼロ点の間隔にお
ける前記クロック発振回路から発生されるクロック信号の数量をカウントすることで、前
記電源の交流電圧の周期を捉えることを特徴とする請求項１に記載の冷凍サイクル装置。
【請求項３】
当該冷凍サイクル装置の運転電流を検出する電流センサを備え、
前記制御装置が、
前記電源の周波数測定回路が測定した電源の周波数が前記基準周波数より小さくなる方向
に変動して前記所定範囲を逸脱した場合には、前記電流センサにより検出された電源の周
波数が前記所定範囲を逸脱する前の運転電流よりも低い目標運転電流を設定し、運転電流
がこの目標運転電流となるように、前記電流センサにて運転電流を監視しながら前記圧縮
機の回転数を低下させることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の冷凍サイクル
装置。
【請求項４】
前記制御装置が、
前記電源の周波数測定回路が測定した電源の周波数が前記基準周波数より小さくなる方向
に変動して前記所定範囲を逸脱した場合には、当該冷凍サイクル装置の最大許容電流もし
くは前記圧縮機の最大許容回転数を低減し、前記圧縮機の回転数を低下させることを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の冷凍サイクル装置。
【請求項５】
前記制御装置が、
前記電源の周波数測定回路が測定した電源の周波数が前記基準周波数より大きくなる方向
に変動して前記所定範囲を逸脱した場合には、前記圧縮機を最大許容回転数で運転するこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の冷凍サイクル装置。
【請求項６】
前記制御装置は、ＰＡＭ手段もしくはインバータ部を有して前記圧縮機の運転を制御する
圧縮機駆動回路を備え、
この圧縮機駆動回路が、前記ＰＡＭ手段もしくはインバータ部のスイッチング素子のスイ
ッチング制御に使用するゼロクロス回路を装備するものであって、
前記電源の周波数測定回路の電源ゼロクロス回路として、前記圧縮機駆動回路のゼロクロ
ス回路を利用していることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の冷凍サ
イクル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、冷媒を圧縮機で圧縮し循環させ、低温熱源から吸熱し、高温熱源に排熱す
る冷凍サイクルを用いた空気調和機や冷蔵庫、給湯機等の冷凍サイクル装置に関し、特に
、電力系統から供給される電力の品質安定化を目的に、電力の需給バランスを整える運転
を可能とする冷凍サイクル装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電力消費において、圧縮式冷凍サイクル（圧縮式ヒートポンプサイクル）を用い
た空気調和機がそのエネルギー効率の高さから広く普及したことにより、空気調和機の消
費電力量が占める割合が増加してきている。例えば一般家庭において、家庭用の空気調和
機（一般にはルームエアコンと呼ばれている）の消費電力量が、家庭内の全電力消費の約
２５％を占めるまでにいたっており、空気調和機は、ヒートポンプ作用によりエネルギー
効率は高いものの、消費電力量の高い電化機器と言われている。
【０００３】
　また、家庭用の冷蔵庫も、ヒートポンプサイクルを用いた高効率な家庭用電化機器であ
るが、その消費電力量は、一般家庭において上記のルームエアコン（空気調和機）に次い
で高く、約１６％を占めていると言われている。
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【０００４】
　また、深夜電力を活用して圧縮式冷凍サイクルを運転し、冷媒と水を熱交換させて湯を
作り、その湯をタンクに供給するヒートポンプ式の給湯機が、そのランニングコストの安
さや給湯に使用するエネルギーの省力化による地球温暖化抑制効果を背景に普及している
ことにより、深夜における消費電力量として、このような給湯機の消費電力量が占める割
合が高まってきている。
【０００５】
　このため、空気調和機や冷蔵庫、深夜では給湯機が運転されることによる消費電力量が
、電力系統といった電力を供給する側（供給側）と一般家庭を含めて電化機器により電力
を消費する側（需要側）との間の電力需給バランスを変動させる要因の一つとして考えら
れている。
【０００６】
　電力を供給する側である電力系統では、多くが石油や石炭等の化石燃料を燃焼して水を
蒸気に変え、その蒸気によって回転するタービンにより回転して発電する回転型発電機を
使用している。このような回転型発電機は、電力の需要と供給のバランス（需給バランス
）が維持されていれば、一定の周波数で発電する。例えば関東地区では５０Ｈｚ、関西地
区では６０Ｈｚの周波数で安定的に発電している。
【０００７】
　しかし、もし電力の需給バランスが崩れて電力供給不足になれば、回転型発電機の特性
上、周波数が自然と低下し、逆に供給過剰になれば、周波数が自然と上昇する。電力品質
は一般的には供給電力の周波数と電圧のそれぞれを指すが、本明細書においては、特に断
りがない限り、電力品質は供給電力の周波数のみを対象とする。回転型発電機を主体とす
る発電では、電力の需給バランスが崩れることにより、供給電力の周波数が増減し、電力
品質の安定が保てなくなる。
【０００８】
　また、電力を供給する電力系統において、近年は回転型発電機による発電と並行しなが
ら地球温暖化の抑制を観点に、風力や太陽光といった自然エネルギーを使って発電する発
電設備の導入を拡大しつつある。自然エネルギー発電設備は、回転型発電機が発電する電
力の周波数に同調して発電している。しかし、風力や太陽光のような自然エネルギーは天
候に左右されるため、これらが発電する電力の安定供給は難しい。
【０００９】
　このような自然エネルギーによる発電を主体として電力供給していると、突然の天候変
更により急に供給電力が不足する事態が起こる可能性があり、電力品質の安定維持が困難
となる。そのため、電力系統は回転型発電機による発電を主体にせざるを得ず、自然エネ
ルギー発電設備による発電は、回転型発電機の発電の補助レベルであって、さらなる導入
拡大がなかなか進展できない。
【００１０】
　また、電力の供給側においては、電力の供給不足を避けるために、需要予測に対して余
裕をもち、需要予測よりも少し多めの電力を発電している。しかしこれらの多めの発電が
需要側で消費されない場合には、電力は貯められないので余剰電力として捨てなければな
らなくなる。地球温暖化抑制のために、電力の供給側では、このような余剰電力の発生を
極力回避したい。しかし、需要予測に対する余裕をもたずに発電すれば、需要が予測より
少しでも多くなった場合に電力供給不足となり、電力品質の安定を維持することができな
くなるため、余剰電力となるかもしれないが、需要予測よりも少し多めの電力を発電せざ
るを得ない。
【００１１】
　電力の需給バランスが崩れて、供給電力の周波数の変動が生じた場合には、空気調和機
や給湯機においては、家庭のコンセントに電源プラグを挿して得られる電力の周波数、す
なわち電源の周波数の異常により、各種電気回路に損失が生じて運転効率が悪化したり、
圧縮機への電流が遮断されて運転停止となったりすることが起こり得る。ここで、電源の
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周波数とは、需要側、すなわち電力を消費する電化機器から見た場合の供給電力の周波数
である。電源の周波数と供給電力の周波数は同じ周波数であり、供給側から見た場合が供
給電力の周波数となり、需要側から見た場合が電源の周波数となる。
【００１２】
　また、電力の需給バランスが大きく崩れれば最悪の場合、数％の電力の周波数変動が生
じて回転型発電機が異常停止してしまい、大規模停電が発生する危険性もある。
【００１３】
　電力を供給する電力系統においては、風力や太陽光のような自然エネルギーを用いた発
電の導入をより拡大することや、余剰電力となって捨ててしまう無駄な発電をできる限り
抑制することが、地球温暖化防止を図るために有効であるのだが、電力の需給バランスを
保って、電力品質の安定化を確保するうえでは、これらの積極的な展開は、電力を供給す
る側だけでの対応では実現が難しい状況にある。
【００１４】
　一方で、需要側である電化機器においては、電力の需給バランスを保つように運転する
手段を保有してはいない。電化機器の使用者が、電力の需給バランスを意識して意図的に
、例えば空気調和機であれば需給バランスが崩れたら直ちに設定温度を変更するなどの運
転操作を行えばよいが、使用者が電力の需給バランス状況を常時認識することはできない
。よって現在では、発電量を調整することにより、電力を供給する側のみで電力の需給バ
ランスを保つようにしている。このため電力を供給する側は、積極的な自然エネルギーの
利用拡大や、余剰電力となる無駄な発電の積極的な抑制ができない状況である。
【００１５】
　このような背景にあって、電力の需給バランスが崩れないように電力系統の需給バラン
スを保って、電力品質を安定化する技術として、供給電力の周波数を測定し、この周波数
に基づいて電力の需給バランス状態を判定し、供給不足状態であれば給湯機の消費電力が
減るように、逆に供給過剰状態であれば給湯機の消費電力が増すように給湯機を運転制御
することで電力の需給バランスを整える電力系統安定化システムが提案されている。（例
えば、特許文献１参照）。
【００１６】
【特許文献１】ＷＯ２００７／０９４０５４号公報（１－６頁、図１）
【００１７】
　なお、上記の特許文献１においては、供給電力の周波数を、電力系統の周波数もしくは
系統周波数と呼んでいる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　電力を供給する電力系統における自然エネルギーの利用拡大や余剰電力となる無駄な発
電の抑制の積極的な展開は、電力の需給バランスを保って電力品質の安定化を確保するう
えでは、電力を供給する側だけでの対応では実現が難しい状況にあるので、需要側である
電力を消費する電化機器において、電力の需給バランスを整えるような運転を行う必要性
がある。特に、消費電力量が高く、電力の需給バランスを変動させる要因の一つとして考
えられている、空気調和機や冷蔵庫、給湯機といった冷凍サイクル装置に、電力の需給バ
ランスを整える運転を可能とする手段が必要である。
【００１９】
　上記の特許文献１には、電力を消費する需要側において、電力の需給バランスを整える
方法が示されている。しかしながら、電力の需給バランス状態を判定するために供給電力
の周波数（系統周波数）を測定する系統周波数測定器が、どのように構成され、それらが
どのように動作して供給電力の周波数の測定を行っているのかの記載は一切なく、供給電
力の周波数の具体的な測定方法が不明である。また、その系統周波数測定器が、給湯機に
内蔵されたものであるのか、給湯機とは別体で外部から給湯機に測定結果を送信している
ものであるのかも定かではない。
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【００２０】
　電力の需給アンバランスを供給電力の周波数（機器側から見れば電源の周波数）の測定
により判定しようとした場合には、１％レベル（０．５Ｈｚ程度）の周波数変動を検出で
きなければならない。そのような高精度な周波数測定手段を需要側の電気機器である冷凍
サイクル装置、特に家庭用の冷凍サイクル装置に内蔵することは、製品コストの増加や、
機器内部の収納スペース不足により実現性は低く、電力の需給バランス状態を電源の周波
数から判定できる冷凍サイクル装置を広く普及させることが困難であるという課題があっ
た。
【００２１】
　この発明は、上記のよう課題を解決するためになされたもので、装置内蔵の制御装置に
て安価な構成で電源の周波数変動を精度よく検出して電力の需給バランス状態を判定でき
、電力の需給バランスが崩れた場合には、需給バランスが安定するように当該冷凍サイク
ル装置の消費電力を増減して、電力の需給バランスを整える運転が可能となる冷凍サイク
ル装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　この発明に係る冷凍サイクル装置は、回転数可変な圧縮機により冷媒を循環させる冷凍
サイクルを用いた冷凍サイクル装置であって、クロック信号を発生するクロック発振回路
を有したマイクロコンピュータを装備して、冷凍サイクルの運転を制御する制御装置と、
この制御装置に設けられ、当該冷凍サイクル装置に入力された電源の交流電圧の電圧ゼロ
点を検出する電源ゼロクロス回路と、この電源ゼロクロス回路と前記クロック発振回路を
含む前記マイクロコンピュータで構成され、前記マイクロコンピュータが、クロック発振
回路のクロック信号を使用して、電源ゼロクロス回路が検出した電圧ゼロ点の間隔から電
源の交流電圧の周期を捉えることで、電源の周波数を測定する電源の周波数測定回路と、
を備え、前記クロック発振回路は、セラミック発振子を用いたものであって、制御装置が
、電源の周波数測定回路が測定した所定時間分の電源の周波数を平均化処理して基準周波
数とし、この基準周波数に対する前記電源の周波数測定回路が測定した電源の周波数の変
動量を求め、この電源の周波数の変動量が所定範囲を逸脱した場合に、圧縮機の回転数を
変化させるものである。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明に係る冷凍サイクル装置は、装置内蔵の制御装置にて安価な構成で電源の周波
数変動を精度よく検出して電力の需給バランス状態を判定でき、電力の需給バランスが崩
れた場合には、需給バランスが安定するように当該冷凍サイクル装置の消費電力を増減し
て、電力の需給バランスを整える運転が可能となる冷凍サイクル装置を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態１について、図１乃至図６を参照しながら説明する。この
実施の形態１においては、冷凍サイクル装置として、家庭用の空気調和機（ルームエアコ
ン）を例に説明する。
【００２５】
　図１は、この発明における電力系統５０と需要側との構成の一例を示す構成図である。
図２は、実施の形態１における空気調和機１００の冷媒回路等を示す構成図である。そし
て、図３は、空気調和機１００の室内機１０１の縦断面図であり、図４は、空気調和機１
００の制御装置の構成を示す構成図である。図５は、電源の電圧波形と室外側制御装置１
４が備える電源ゼロクロス回路２０７の出力信号との関係を示す説明図であり、図６は、
空気調和機１００の室内機１０１本体の斜視図である。
【００２６】
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　図１において、破線で囲まれた領域が電力を供給する側である電力系統５０であり、お
およそ１つの発電所を表象している。電力系統５０には、図１に示すように発電装置とし
て、石油や石炭等の化石燃料の燃焼により発電する複数の回転型発電機１０４（図示は３
基で、それぞれ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃの符号を付すが、３基に限るものではなく
もっと多くてもよい。）と、自然エネルギーである太陽光を用いて発電する太陽光発電設
備１０５および風力を用いて発電する風力発電設備１０６と、が接続されている。
【００２７】
　回転型発電機１０４は、石油や石炭等の化石燃料を燃焼して水を蒸気に変え、その蒸気
によって回転するタービンにより回転して発電する。この電力系統５０が供給する電力の
周波数は、回転型発電機１０４の発電により決定され、太陽光発電設備１０５や風力発電
設備１０６は、その周波数に同調して発電する。
【００２８】
　電力系統５０からの電力送電線１０７に、電力を消費する需要側となる電化機器を有す
る複数の住宅１０３（需要家）が接続されている。そして各需要家が、電力送電線１０７
を介して住宅１０３のコンセントから電力系統５０が供給する電力を得て、それぞれ保有
する電化機器を運転することにより電力系統５０が供給する電力を消費している。そのよ
うな電化機器の一つが、図１に示される空気調和機１００であり、図示されるように、こ
の空気調和機１００は、室内に設置される室内機１０１と屋外に設置される室外機１０２
から構成されている。室内機１０１から室外機１０２に電力を伝達する室内外連絡ケーブ
ル１３が両者間に接続されている。
【００２９】
　電力系統５０の回転型発電機１０４は、電力系統５０すなわち電力の供給側が供給する
電力と、需要側が消費する電力とのバランス（電力の需給バランス）が安定に維持されて
いれば、一定の周波数で発電する。この電力系統５０では５０Ｈｚで発電している。すな
わち、電力系統５０が供給する電力の標準周波数が５０Ｈｚということである。もし、電
力の需給バランスが崩れて、電力が供給過剰となれば、回転型発電機１０４の特性上、供
給電力の周波数は自然と上昇し、逆に電力が供給不足となれば自然と周波数は低下する。
そのため、電力の需給バランスの状態は、一般的には供給電力の周波数を把握することで
判定できる。
【００３０】
　需要側から見れば、供給電力の周波数は、住宅内のコンセントに電源プラグを挿して得
られる電力の周波数であり、これを本明細書では電源の周波数と呼ぶことにする。この電
源の周波数を電化機器が把握できれば、需要側においても電力の需給バランスの状態を判
別することが可能となる。この実施の形態１の空気調和機１００は、電源の周波数を把握
できる手段を備えるものであるが、それについての詳細な説明は後述する。
【００３１】
　上記のとおり、電源の周波数とは、需要側、すなわち電力を消費する需要家、電化機器
から見た場合の供給電力の周波数であり、電源の周波数と供給電力の周波数は同じ周波数
である。供給側（電力系統５０）から見た場合が、供給電力の周波数となり、需要側（住
宅１０３）から見た場合が電源の周波数となる。それぞれの立場に応じて使い分けて説明
した方がわかりやすいため、以降も両方を用いるが、同じ周波数のことである。
【００３２】
　電力系統５０には、地球温暖化抑制のために、燃料を燃焼せず二酸化炭素を排出しない
風力や太陽光といった自然エネルギーを活用した発電の導入をより積極的に拡大すること
が望まれている。太陽光発電設備１０５や風力発電設備１０６は、発電量が天候に左右さ
れるため電力の安定供給が難しいが、需要側である電化機器において電力の需給バランス
を整える運転が行われれば、仮に天候が急変して太陽光発電設備１０５や風力発電設備１
０６の発電による電力の供給量が変動しても、それに合わせて需要側で電力消費量が調整
されて電力品質の安定は保たれるので、電力系統５０において天候急変後に直ちに電力の
供給量を回復する措置を取ればよく、風力や太陽光といった自然エネルギーを活用した発
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電の導入がより拡大できるようになる。
【００３３】
　住宅１０３には、説明は後述するが、電源の周波数を把握して電力の需給バランス状態
を判定し、これが崩れたと判断すると直ちに電力の需給バランスを整える運転が可能であ
る本実施の形態１の空気調和機１００が設置されている。そして電力系統５０においては
、風力発電設備１０６と太陽光発電設備１０５を最大限に活用し、回転型発電機１０４は
１基のみの運転として、電力を供給している。
【００３４】
　ここで、天候が変化して風力発電設備１０６と太陽光発電設備１０５の発電量が例えば
急に減少して電力が供給不足になる、もしくは需要側において電力の消費量が急増して電
力が供給不足になると、電力系統５０は、電力の供給量を回復する措置として、直ちに回
転型発電機１０４を２基、もしくは３基と運転台数を増加させて供給電力の増加を図る。
電力の供給量を回復する措置をとる期間は一時的に電力の供給不足状態となるが、その間
は、需要側である本実施の形態１の空気調和機１００が、消費電力を減少させて電力の需
給バランスを整える運転を行うことにより、電力の需給バランスの安定は確保され、電力
品質の安定は保たれる。
【００３５】
　今までの電力系統では、需要側である電化機器にそのような電力の需給バランスを整え
る運転を望めなかったので、電力品質の安定を保つためには、天候に発電量が左右される
自然エネルギーを用いた発電の導入拡大を進展させることができずにいたが、本実施の形
態１の空気調和機１００を需要側の住宅１０３が備えることで、この電力系統５０のよう
に風力発電設備１０６と太陽光発電設備１０５を最大限に活用して、回転型発電機１０４
の運転を電力需要に応じた最小限にとどめ、燃料を燃焼するときに生じる二酸化炭素の排
出を極力抑えることが可能となる電力系統（発電所）が実現できる。
【００３６】
　これより、電源の周波数を把握して電力の需給バランス状態を判定し、これが崩れれば
直ちに電力の需給バランスを整える運転が可能となる、実施の形態１の空気調和機１００
について、詳細に説明する。まず、この空気調和機１００の全体構成と基本的な作用を説
明し、その後でこの空気調和機１００の電源の周波数の測定手段、把握した電源の周波数
に基づいた運転制御等について詳細に説明する。
【００３７】
　図１および図２に示すように、この空気調和機１００は、室内に設置される室内機１０
１と屋外に設置される室外機１０２とから構成されるセパレート形であり、室内機１０１
と室外機１０２の間は、接続配管１１ａ、１１ｂで冷媒回路が接続されている。接続配管
１１ａは凝縮工程を通過後の冷媒が流れる液側の接続配管で、接続配管１１ｂは蒸発工程
を通過後の冷媒が流れるガス側の接続配管である。
【００３８】
　この空気調和機１００の運転を制御する制御装置が、室内機１０１と室外機１０２にそ
れぞれ設置され、室内機１０１には室内側制御装置１２、室外機１０２には室外側制御装
置１４が配置される。それぞれが制御基板を保有し、その基板上に空気調和機１００を運
転制御するための各種回路が構成されている。室内側制御装置１２と室外側制御装置１４
は室内外連絡ケーブル１３により接続されている。この室内外連絡ケーブル１３は接続配
管１１ａ、１１ｂとともに束ねられている。
【００３９】
　室外機１０２には、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機１、冷媒の流れ方向を切り換える冷
媒流路切換弁５（以降、四方弁５と呼ぶ）、外気と冷媒との熱交換を行う室外熱交換器８
、開度が変更可能で、高圧の冷媒を低圧に減圧する電子制御式膨張弁などの減圧装置７（
以降、膨張弁７と呼ぶ）が配置され、室内機１０１には室内空気と冷媒との熱交換を行う
室内熱交換器６が配置される。これらを接続配管１１ａ、１１ｂを含む配管で順次接続し
て冷媒回路、すなわち圧縮機１により冷媒を循環する圧縮式冷凍サイクル（圧縮式ヒート
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ポンプサイクル）を構成している。この冷凍サイクルを循環する作動流体である冷媒には
、ここではＨＦＣ混合冷媒であるＲ４１０Ａが用いられている。
【００４０】
　なお、冷凍サイクルを循環する冷媒として、空気調和機１００では、現在の家庭用空気
調和機（ルームエアコン）で最も多く使用されているＨＦＣ混合冷媒のＲ４１０Ａを用い
ているが、本発明は、冷媒がこれに限定されるものではない。他の冷媒、例えば、可燃性
や毒性がなく安全性の高い二酸化炭素を用いた空気調和機であっても適用可能であり、ま
た、例えば、ＨＦＣ冷媒のＲ３２や炭化水素系の自然冷媒（プロパン、イソブタン等）の
冷媒を用いても適用可能である。
【００４１】
　圧縮機１は、密閉容器内にロータリ式やスクロール式などの圧縮機構部と、その圧縮機
機構部を駆動する電動機が収納されており、密閉容器に設置されたガラスターミナルを介
して電力がその電動機に伝えられ、この電力によって電動機が回転することで、圧縮機構
部に低圧の冷媒を吸入してこれを圧縮し、密閉容器外の吐出配管２へと吐出する。圧縮機
１の電動機は供給される電力の電圧、周波数に応じて回転数を変化させるもので、この圧
縮機１の電動機は、回転子の鉄心内に希土類やフェライトの永久磁石が埋め込まれたＤＣ
ブラシレスモータが用いられている。
【００４２】
　圧縮機１の回転数を変更するために、圧縮機１に供給される電力の電圧や周波数を変更
するのが、室外側制御装置１４の制御基板上に構成される圧縮機駆動回路１５である。圧
縮機１の運転開始や停止も圧縮機駆動回路１５により制御される。この圧縮機１の電動機
の回転数を、圧縮機１の回転数と呼ぶ。圧縮機１は、圧縮機駆動回路１５によりインバー
タ制御され、回転数を変更可能、すなわち回転数可変となっている。このように、圧縮機
駆動回路１５が、圧縮機１の運転を制御している。
【００４３】
　圧縮機１は圧縮機機構部の上流側で密閉容器の外部に、蒸発しきれずに液のまま圧縮機
１に到着した冷媒を一時的に貯留して圧縮機構部での液圧縮を回避させるアキュームレー
タ４を接続保持しており、このアキュームレータ４に冷凍サイクルの吸入配管３が接続さ
れている。
【００４４】
　室内機１０１内部の室内熱交換器６の近傍には、送風機である室内ファン９が設置され
ており、室内側制御装置１２の制御基板上に組み込まれた室内ファン駆動回路により制御
され、室内ファン９の運転開始や停止、回転数の変更がなされる。同様に室外機１０２に
は、室外熱交換器８の近くに送風機である室外ファン１０が設置され、室外側制御装置１
４の制御基板上に組み込まれた室外ファン駆動回路により、室外ファン１０が制御され、
室外ファン１０の運転開始や停止、回転数の変更が行われる。
【００４５】
　室内ファン９は室内熱交換器６における、そして室外ファン１０は室外熱交換器８にお
ける空気と冷媒の熱交換を促進させる。基本的には室内ファン９、室外ファン１０ともに
、その回転数は、圧縮機１の回転数に連動しており、圧縮機１が高回転で運転され、冷媒
回路を流れる冷媒循環量が多いときには、室内ファン９、室外ファン１０の回転数も高く
なって、室内熱交換器６、室外熱交換器８での冷媒と空気との熱交換量を大きくする。
【００４６】
　室温サーミスタ１８により実際の現状の室温（空気調和される部屋の温度）が検出され
、この検出信号は室内側制御装置１２に伝えられる。そしてワイヤレスリモコンなどの外
部操作装置２５（以降、リモコン２５と呼ぶ）により、使用者が要求する温度、すなわち
設定温度の情報も室内側制御装置１２に伝えられる。室内側制御装置１２は、室温サーミ
スタ１８により検出した温度（室温）と設定温度の差により建物負荷を算出し、算出した
建物負荷に応じて圧縮機１の回転数を変更するための信号を室内外連絡ケーブル１３を介
して室外側制御装置１４に送る。室外側制御装置１４は、室内側制御装置１２からの信号
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に基づき、圧縮機駆動回路１５により圧縮機１を建物負荷に応じた回転数に制御する。
【００４７】
　圧縮機１の回転数の可変幅は有限であり、この空気調和機１００では、圧縮機１の通常
の運転最大回転数（最大許容回転数）を１２０ｒｐｓとしている。そのため、圧縮機駆動
回路１５は、１２０ｒｐｓより高い回転数となるような周波数およびそれに対応する電圧
を圧縮機１へは供給しない。
【００４８】
　室内外連絡ケーブル１３には、室内側制御装置１２と室外側制御装置１４間の制御信号
のやりとりをする通信線１３ｃだけでなく、電源プラグ２２を室内のコンセントに挿して
得られる電力を、室内機１０１から室外機１０２へ伝達する電源線１３ａ、１３ｂも含ま
れている。この電源線１３ａ、１３ｂから伝えられる電力により、圧縮機１や室外ファン
１０等が運転される。
【００４９】
　室外側制御装置１４では、室外機１０２に室内外連絡ケーブル１３を通って伝達されて
きた電力の電流（運転電流）を検出している。ここで検出する電流は１次側電流である。
そして運転時は常時、この検出した運転電流が所定のしきい値を越えないように制御して
いる。このしきい値が運転最大電流（最大許容電流）で、この空気調和機１００では１８
Ａ（アンペア）としている。室外側制御装置１４は、検出しているこの運転電流が運転最
大電流、すなわち１８Ａを超えないように制御し、空気調和機１００の運転電流が１８Ａ
を超えそうになると、圧縮機駆動回路１５により圧縮機１の運転回転数を低下させ、運転
電流を下げるように制御する。運転最大電流は、電源プラグ２２の容量に見合った値が設
定されており、これを超えさせないことで電源プラグ２２の安全性を維持している。なお
運転電流は、図４に示すカレントトランス（電流センサ）２０８にて測定される。
【００５０】
　また、圧縮機１や室内ファン９、室外ファン１０の回転数、膨張弁７の開度などを細や
かに制御して、この空気調和機の運転状況をより使用者の要求に近づけるために、並びに
圧縮機１や室内ファン９、室外ファン１０などの保護のために、フィンアンドチューブ型
である室内熱交換器６の冷媒が流れる配管には、その配管の表面温度を検出する室内管温
サーミスタ２０が取り付けられている。同様に、フィンアンドチューブ型である室外熱交
換器８の冷媒が流れる配管には、その配管の表面温度を検出する室外管温サーミスタ２１
が取り付けられている。
【００５１】
　これらの管温サーミスタ２０、２１から冷媒の凝縮温度、蒸発温度が得られ、その温度
から凝縮圧力（吐出圧、高圧）、蒸発圧力（吸入圧、低圧）を室外側制御装置１４もしく
は室内側制御装置１２が把握する。圧縮機１やその他冷媒回路の種々の部品を高い圧力か
ら保護するために、室内管温サーミスタ２０もしくは室外管温サーミスタ２１によって把
握した凝縮圧力が、所定のしきい値を超えると、圧縮機１の運転を停止する措置を、室外
側制御装置１４が行う。このしきい値が停止措置圧力である。
【００５２】
　管温サーミスタ２０、２１と同様に運転制御や保護に用いるために、吐出配管２の表面
温度を検出する吐出温度サーミスタ１７が吐出配管２に取り付けられる。吐出温度サーミ
スタ１７は圧縮機１の吐出する吐出冷媒ガス温度を把握したいものであるので、吐出配管
２の圧縮機１寄りの位置に設置されている。圧縮機１が、密閉容器内に圧縮機構部から一
旦吐出ガスが吐き出され、密閉容器内部が吐出圧（高圧）雰囲気となる高圧シェルタイプ
であれば、吐出温度サーミスタ１７を圧縮機１の密閉容器の外表面に取り付けてもよい。
【００５３】
　圧縮機１の運転時は常時、この吐出温度サーミスタ１７が検出した温度（以降は吐出温
度と呼ぶ）が所定のしきい値を超えないように、室外側制御装置１４が制御している。こ
のしきい値が運転最大吐出温度で、この空気調和機１００では１１５℃としている。室外
側制御装置１４は、検出しているこの吐出温度が、運転最大吐出温度、すなわち１１５℃
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を超えないように、吐出温度が１１５℃を超えそうになると、圧縮機１の運転回転数を低
下させ、吐出温度を下げるように制御する。
【００５４】
　また、室内機１０１は、室内側制御装置１２の指令に基づいて、室内機１０１本体前面
側に、この空気調和機１００の運転状況や、室内の温度状況、設定温度などを表示して使
用者に伝える表示手段２３を備えている。
【００５５】
　室内側制御装置１２から、使用者の要求に基づいた空気調和装置機１００の運転モード
の指令が室外側制御装置１４に伝えられる。運転モードは、冷房運転もしくは除湿運転ま
たは暖房運転などである。運転モードの指令信号を室外側制御装置１４が受けると、その
運転モード信号が冷房運転時もしくは除湿運転を指令するものである時には、室外熱交換
器８が凝縮器に、室内熱交換器６が蒸発器となるように、室外側制御装置１４が四方弁５
を動かして冷媒の流れ方向を制御する。暖房運転を指令された場合には、逆に室内熱交換
器６を凝縮器として、室外熱交換器８を蒸発器として用いるような冷媒の流れにすべく、
四方弁５を切り換え制御する。
【００５６】
　ここで室内機１０１の構成と動作について、図３を参照して説明する。この室内機１０
１は、壁掛けタイプであり、空調される部屋の壁面上方に設置される。筐体３０の内部に
上記した室内熱交換器６や室内ファン９などが収納されている。室内機１０１では、室内
ファン９として長手方向に長いクロスフローファンが使用され、室内熱交換器６の下流側
でその長手方向を水平にして設置されている。筐体３０の前面には、室内機１０１本体の
意匠面となる前面パネル３１が設置される。この前面パネル３１は、上方を支点として上
下方向に開閉可能である。
【００５７】
　筐体３０の上方には、室内機１０１本体内部に室内空気を吸い込む吸込口３２が形成さ
れている。一方、筐体３０の下部で前面パネル３１より下方には、室内機１０１本体内部
で室内熱交換器６を通過して冷媒と熱交換した後の室内空気（調和空気）を室内に吹き出
す吹出口３３が設けられている。吹出口３３には、吹き出す調和空気の上下方向を調整す
る上下風向調整板３４が設置され、また、その上下風向調整板３４の上流側の吹出風路内
には、吹き出す調和空気の左右方向を調整する左右風向調整板３５が設置されている。
【００５８】
　左右風向調整板３５は、室内機１０１本体の上下方向に直立状に設置され、左右に長い
吹出口３３の長手方向に沿って複数枚が並列されて構成される。そして室内側制御装置１
２の指令に基づき左右方向に回動する。また、上下風向調整板３４は吹出口３３に沿って
左右方向に長く構成され、吹出口３３の上下に２枚がともに水平に設置される。そして室
内側制御装置１２の指令に基づき上下方向に回動する。空気調和機１００の運転停止時に
は吹出口３３は２枚の上下風向調整板３４によってその開口が塞がれる。
【００５９】
　空気調和機１００の運転中は、室内ファン９が回転することで、吸込口３２から筐体３
０の内部に室内空気が吸い込まれる。吸い込まれた室内空気は、室内熱交換器６へと導か
れ、室内熱交換器６内部を流れる冷凍サイクルの冷媒と熱交換し、調和空気となる。調和
空気は、室内ファン９の回転により、室内ファン９の下流にある吹出風路を通って吹出口
３３から室内へと送風される。送風される調和空気の風向は、左右風向調整板３５、上下
風向調整板３４にて調整される。
【００６０】
　次に室外側制御装置１４および室内側制御装置１２の構成について図４を参照しながら
説明する。室外側制御装置１４および室内側制御装置１２はそれぞれ１枚の制御基板を有
し、その基板上に各種回路が実装されている。この空気調和機１００では、室外側制御装
置１４および室内側制御装置１２のそれぞれの制御基板が１枚で構成されているが、２枚
以上に分けて構成してもよい。
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【００６１】
　そして室外側制御装置１４には、制御基板上にマイクロコンピュータ２０９（以降、室
外制御マイコン２０９と呼ぶ）を装備している。室外制御マイコン２０９は、各種の情報
信号を入力する入力部と、演算処理や判断処理が行われるＣＰＵと、制御設定値や制御プ
ログラム、ＣＰＵでの演算結果等を記憶してＣＰＵに提供するメモリと、制御信号を出力
する出力部とから構成されている。室内側制御装置１２にも、同様な構成のマイクロコン
ピュータ２０１（以降、室内制御マイコン２０１と呼ぶ）を装備している。
【００６２】
　図４に示される室外側制御装置１４の構成図には、回路として圧縮機駆動回路１５が図
示されている。室外側制御装置１４は、基板上に実際には、この圧縮機駆動回路１５以外
にも、室外ファン１０の駆動回路、膨張弁７の開度調整回路、四方弁５の切換回路を実装
しているが、図４においてはこれらの回路の図示を省略している。圧縮機駆動回路１５を
含めたこれらの回路のいずれもが、室外制御マイコン２０９の出力する制御信号に基づい
て動作することで、圧縮機１、室外ファン１０、膨張弁７、四方弁５が制御される。
【００６３】
　また、図４に示される室内側制御装置１２の構成図には、各種回路の図示を省略してい
るが、実際には室内ファン９の駆動回路、上下風向調整板３４や左右方向調整板３５の駆
動回路、表示手段２３の運転回路などが基板上に実装されている。これらの回路のいずれ
もが、室内制御マイコン２０１の出力する制御信号に基づいて動作することで、室内ファ
ン９、上下風向調整板３４、左右風向調整板３５、表示手段３２が制御される。これら室
外側制御装置１４と室内側制御装置１２により、本冷凍サイクル、そしてこの空気調和機
１００の運転が制御される。
【００６４】
　ここで圧縮機駆動回路１５について説明する。室内機１０１の電源プラグ２２がコンセ
ントから得た電力が、商用電源周波数（ここでは基本的に５０Ｈｚ）の交流電源電圧にて
、室外側制御装置１４に供給されると、ダイオードブリッジ２０４で全波整流されて、交
流電源電圧が直流電圧に変換される。
【００６５】
　次に、平滑コンデンサ２０５にて、ダイオードブリッジ２０４で変換された直流電圧が
平滑化され、脈動分の少ない直流電圧となる。その後、インバータ部であるＩＰＭ（　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅ）２０６にて、直流電圧が三相交流電
圧に変換され、ガラスターミナルを介して圧縮機１の電動機に供給されて圧縮機１が駆動
する。
【００６６】
　ＩＰＭ２０６は、直列に接続された２つのスイッチング素子と、それぞれのスイッチン
グ素子に並列に接続されたダイオードとを有し、圧縮機１の電動機が三相モータであるの
で、これらのスイッチング素子とダイオードの組み合わせを３組備えている。ただし、図
４のＩＰＭ２０６には、省略して１組だけ図示している。ＩＰＭ２０６のスイッチング素
子のスイッチングは室外制御マイコン２０９の出力する制御信号に基づいて行われる。
【００６７】
　このとき、室外制御マイコン２０９は、建物負荷に応じた圧縮機１の回転数となるよう
に、ＩＰＭ２０６のスイッチング素子をスイッチングして、三相交流の周波数と電圧を作
り出し、圧縮機１に供給する。これにより、圧縮機１が建物負荷に応じた回転数に制御さ
れる。このように、電力送電線１０７を介して室内のコンセントに供給されている商用交
流電源（交流電力）から、圧縮機１の回転数が任意の回転数となるような三相の交流電圧
や周波数を作り出す駆動回路が、圧縮機駆動回路１５である。
【００６８】
　近年は、電化機器に対して省エネルギー化の要求が増し、空気調和機においても高効率
化の観点から、圧縮機１の電動機として、従来の交流（ＡＣ）モータから直流（ＤＣ）ブ
ラシレスモータを採用することが主流となってきている。この直流ブラシレスモータを高
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効率に運転するためには、回転子の回転位置を検出し、回転位置に応じてインバータ部で
あるＩＰＭ２０６のスイッチング素子のスイッチングを行う必要がある。
【００６９】
　そして、この圧縮機駆動回路１５は、さらにＰＡＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）手段２０３を備えており、ＰＡＭ手段２０３により電源電圧波
形と電流波形の位相を合わせることで、力率を改善し、空気調和機１００の高効率化を図
っている。ＰＡＭ手段２０３を用いてＰＡＭ制御することにより、リアクタ２０２のみに
よって力率改善を図る場合に比べて、力率を大幅に改善する事ができ、空気調和機１００
のより高効率化が図れる。
【００７０】
　ＰＡＭ手段２０３は、ダイオードブリッジとその出力側に接続されるスイッチング素子
を有する。ここでは電源（室内のコンセント）が単相であるため、これらが１組だけであ
るが、電源が三相電源であれば、ダイオードブリッジとスイッチング素子の組み合わせを
３組備えることになる。
【００７１】
　このＰＡＭ手段２０３によるＰＡＭ制御では、電流波形の一定のタイミングで、ＰＡＭ
手段２０３の有するスイッチング素子をスイッチングすることで、電流波形を正弦波に近
づけることができるのである。このスイッチング素子のスイッチングは制御マイコン２０
９の出力する制御信号に基づいて行われる。
【００７２】
　そして、制御マイコン２０９が、このスイッチングを行うためのタイミングを算出する
ために、室外側制御装置１４の制御基板上には、圧縮機駆動回路１５の一部として、電源
ゼロクロス回路２０７を備えている。この電源ゼロクロス回路２０７は、室内機１０１か
ら供給されてきた電源交流電圧、すなわち、室内のコンセントから電源プラグを介して空
気調和機１００に入力（印加）された電源の交流電圧に対して、この交流電圧のゼロ点（
電圧ゼロ点）の通過を検出する回路である。この電源ゼロクロス回路２０７の検出信号を
室外制御マイコン２０９が取り込み、この検出信号を利用してＰＡＭ手段２０３のスイッ
チング素子をスイッチングするタイミングを計っている。この電源ゼロクロス回路２０７
は、圧縮機駆動回路１５の構成要素の一つとなっている。
【００７３】
　図５は、この電源ゼロクロス回路２０７の動作を説明するための説明図で、電源電圧波
形５１と電源ゼロクロス回路２０７の出力信号５３の関係を示している。図５に示すよう
に、室内機１０１より室外機１０２に供給されてきた電源交流電圧の電圧波形５１が、電
圧ゼロ点５２ａを通過する時に、電源ゼロクロス回路２０７は信号（電圧）を制御マイコ
ン２０９に出力し、次の電圧ゼロ点５２ｂを通過する時には信号の出力を停止する。そし
て次の電圧ゼロ点５２ｃを通過する時に再び信号を出力する、というように、交流電圧の
電圧ゼロ点を通過するタイミングで、室外制御マイコン２０９に送る信号の出力を繰り返
しＯＮ／ＯＦＦするものである。電源ゼロクロス回路２０７の出力信号は図５において符
号５３を付して示されている。
【００７４】
　この電源ゼロクロス回路２０７では、信号を５Ｖ（ボルト）の電圧としており、電源ゼ
ロクロス回路２０７から室外制御マイコン２０９に５Ｖの電圧の出力有無が、電源電圧の
ゼロ点通過のタイミングで繰り返される。図５では、交流電源電圧が正の電圧である区間
に信号を出力し（出力信号５Ｖ）、負の電圧となる区間では信号を出力しない（出力信号
０Ｖ）としているが、これが逆であってもよい。また、交流電圧のゼロ地点通過の度にパ
ルス状に出力信号を出力するようなゼロクロス回路を用いてもよい。なお、出力信号の電
圧値は５Ｖに限定されるものではない。
【００７５】
　なお、この圧縮機駆動回路１５のようなＰＡＭ手段２０３を有さずＰＡＭ制御を行わな
い圧縮機駆動回路であっても、電源ゼロクロス回路２０７を圧縮機駆動回路の構成要素と
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して基板上に保有して、室外制御マイコン２０９が、インバータ部であるＩＰＭ２０６の
スイッチング制御のタイミングを計るために、電源ゼロクス回路２０７の出力信号を利用
することもある。
【００７６】
　これより、この空気調和機１００における電源の周波数の測定手段、そして測定した電
源の周波数に基づく空気調和機１００の運転制御等について詳細に説明する。
【００７７】
　室内機１０１から室外機１０２に供給された交流電源、すなわち室内のコンセントから
得た商用電源の周波数（これは、電力供給側である電力系統５０から見れば、供給電力の
周波数である）を測定するために、室外側制御装置１４では、ＰＡＭ手段２０３によるＰ
ＡＭ制御のために使用している電源ゼロクロス回路２０７を活用する。上記のとおり、電
源ゼロクロス回路２０７は、室外機１０２に供給された交流電圧のゼロ点を検出できる。
【００７８】
　また、マイクロコンピュータは通常、自身が動作するタイミングを取るために、水晶発
振子やセラミック発振子を利用したクロック発振回路を備え、このクロック発振回路から
発生される周期的な方形波（矩形波）の信号であるクロック信号を使用している。一般的
には発振子と発振回路を１つにパッケージングしたモジュール（電子部品）としてマイク
ロコンピュータとは別体で基板に装備される。この室外制御マイコン２０９もマイコン２
０９とは別体のセラミック発振子を利用した発振回路２１０を室外側制御装置１４の制御
基板上に有しており、このクロック発振回路２１０から発生されるクロック信号を利用し
ている。
【００７９】
　同様に室内制御マイコン２０１も、セラミック発振子を利用したクロック発振回路２１
１を室内側制御装置１２の基板上に有し、このクロック発振回路２１１から発生されるク
ロック信号を利用して、自身が動作するタイミングを取っている。最近では、マイクロコ
ンピュータそのものにクロック信号の発振回路が内蔵されているものもある。
【００８０】
　そこで、電源ゼロクロス回路２０７による電源電圧波形のある電圧ゼロ点の通過検出か
ら、その次の次の、すなわちその電圧ゼロ点から２回後の電圧ゼロ点の通過検出までの時
間、図５によれば、電圧ゼロ点５２ａの通過から電圧ゼロ点５２ｃの通過までの時間を、
室外制御マイコン２０９が、発振回路２１０のクロック信号を使用して算出することで、
室外側制御装置１４は、電源の交流電圧波形５１の１周期を捉えることができるのである
。
【００８１】
　クロック発振回路２１０のクロック信号は、セラミック発振子により周波数が決定され
ている、すなわち１秒間あたりの発振子の振動数（クロック信号の方形波の数量）が決定
されているので、例えば、室外制御マイコン２０９が、電源ゼロクロス回路２０７の出力
信号立ち上がり（０→５Ｖ）を捉えると、次に電源ゼロクロス回路２０７の出力信号立ち
上がりを捉えるまでの間（図５では、電圧ゼロ点５２ａから電圧ゼロ点５２ｃの区間）の
、セラミック発振子振動数をカウントすれば、その間の時間、すなわち電源電圧波形の１
周期が算出できる。電源ゼロクロス回路２０７の出力信号の立ち下がり（５Ｖ→０Ｖ）か
ら次の出力信号立ち下がりまでの間のセラミック発振子振動数をカウントしてもよい。
【００８２】
　周期（秒）は、周波数（１／秒）の逆数であるので、室外制御マイコン２０９が電源電
圧波形の１周期を捉えることで、電源電圧波形の周波数、すなわち電源の周波数、電力系
統５０から見れば供給電力の周波数を室外制御マイコン２０９が把握（測定）することで
きる。例えば、電源ゼロクロス回路２０７の出力信号立ち上がりから次の出力信号立ち上
がりまでの間、図５によれば、電圧ゼロ点５２ａから電圧ゼロ点５２ｃまでの時間が０．
０２０１秒と算出されれば、電源の交流電圧の１周期が０．０２０１秒となるので、逆数
１／０．０２０１＝４９．７５Ｈｚが、電源の周波数であることを室外制御マイコン２０
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９が把握できる。
【００８３】
　なお、電源ゼロクロス回路２０７の出力信号の立ち上がりから、その後の最初の出力信
号立ち下がりまでの間（図５によれば、電圧ゼロ点５２ａから電圧ゼロ点５２ｂの区間）
と、その出力信号の立ち下がりからその後の最初の出力信号立ち上がりまでの間（図５に
よれば、電圧ゼロ点５２ｂから電圧ゼロ点５２ｃの区間）の両方について、セラミック発
振子振動数をそれぞれカウントして、電源電圧波形の半周期をそれぞれ算出し、それらを
加算して１周期を求めることで、電源の周波数を測定（把握）するようにしてもよい。ま
たは、どちらか一方だけのセラミック発振子振動数をカウントして半周期を求め、それを
２倍することで１周期とみなしてもよい。電源ゼロクロス回路２０７によって検出された
電源交流電圧の電圧ゼロ点の間隔から、室外側制御装置１４（室外制御マイコン２０９）
が電源電圧波形の周期を捉えることができるのである。
【００８４】
　このように、この空気調和機１００における電源の周波数を把握する（測定する）手段
は、既存の室外制御マイコン２０９に交流電圧波形の周期とその逆数を算出するプログラ
ムを追加するだけで、電源ゼロクロス回路２０７と、クロック発振回路２１０を含めた室
外制御マイコン２０９という、元より室外側制御装置１４が保有していた要素にて構成さ
れるものである。図４において、電源ゼロクロス回路２０７と、クロック発振回路２１０
を含めた室外制御マイコン２０９から構成される回路１６が、電源の周波数測定回路１６
となる。
【００８５】
　この空気調和機１００においては、この電源の周波数測定回路１６の構成要素の一つで
ある電源ゼロクロス回路２０７と、ＰＡＭ手段２０３もしくはインバータ部であるＩＰＭ
２０６のスイッチング制御のタイミングを計るために元より室外側制御装置１４の圧縮機
駆動回路１５が保有していたゼロクロス回路（電源ゼロクロス回路２０７）と、が併用さ
れているのである。このように、何ら特別な構成部品を設ける必要がなく、既存の電子部
品や回路を利用しているだけであるので、電源の周波数を測定できる電源の周波数測定回
路１６を極めて安価に構成することができる。そして、室外側制御装置１４の拡大も要ら
ずに、既存の室外側制御装置１４内に電源の周波数測定回路１６を構成することができる
。
【００８６】
　なお、ＰＡＭ手段２０３を保有せず、インバータ部（ＩＰＭ）２０６のスイッチングに
ついても電源ゼロクロス回路２０７を利用しないために、電源ゼロクロス回路２０７を室
外側制御装置の制御基板上に装備していない空気調和機であれば、電源ゼロクロス回路２
０７をその室外側制御装置の基板上に新設して、既存の室外制御マイコン２０９（クロッ
ク発振回路２１０含む）と合わせて電源の周波数測定回路１６を構成すればよい。ゼロク
ロス回路は、単純な回路で基板上の占有面積も小さく、安価に構成できるので、電源の周
波数測定回路１６を構成するために、新たに電源ゼロクロス回路２０７を設けても、空気
調和機のコスト増は極めて小さく抑えられ、室外側制御装置１４を拡大する必要もなく、
既存の室外側制御装置１４内に電源の周波数測定回路１６を構成することができる。
【００８７】
　ここで、クロック発振回路の発振子としては、水晶発振子（水晶振動子）が、その発振
するクロック信号の周波数の精度が高いことで知られているが、一般の家庭用電化機器に
用いられるマイクロコンピュータの多くは、クロック発振回路の発振子として、水晶発振
子に比べて大幅に安価なセラミック発振子を使用している。この室外制御マイコン２０９
においても、クロック発振回路２１０の発振子としてセラミック発振子を用いている。し
かしセラミック発振子は、水晶発振子よりもクロック信号の周波数精度の観点で劣る。
【００８８】
　水晶発振子のクロック信号周波数は、誤差±０．００１％程度と極めて精度が高いが、
セラミック発振子のクロック周波数精度は、誤差が±１％程度とかなり劣る。そのため、
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この電源の周波数測定回路１６が把握する電源の周波数は、約±１％の誤差を含んでいる
ことになる。例えば、実際に電源の周波数の絶対値がちょうど５０．０Ｈｚであったとし
ても、電源の周波数測定回路１６は、４９．５Ｈｚ～５０．５Ｈｚのいずれかの値で認識
してしまう可能性があり、把握した電源の周波数の絶対値は信用度が低く、絶対値をその
まま使用して制御することは困難となる。
【００８９】
　電力系統５０が供給する電力の周波数に対しては、多少の変動が許容されており、その
許容範囲は±０．３Ｈｚである。標準周波数が５０Ｈｚの場合、供給電力の周波数は４９
．７Ｈｚ～５０．３Ｈｚの間にあれば許容される。すなわち、この空気調和機１００を商
用電源周波数５０Ｈｚのコンセントに電源プラグ２２を挿して使用する場合には、電源の
周波数が４９．７Ｈｚ～５０．３Ｈｚの間で変動することに対しては、空気調和機１００
は、電力の需給バランスを整えるために特別な動作を起こす必要はない。
【００９０】
　言い換えれば、±０．３Ｈｚを超える電源の周波数の変動に対して、電力の需給バラン
スを整えるための動作が必要となってくることになるが、上記のとおり、セラミック発振
子のクロック信号を用いて電源の周波数を算出するこの電源の周波数測定回路１６が把握
した電源の周波数は、約±１％の誤差を含んでいるため、実際の電源の周波数が５０．０
Ｈｚであっても、４９．５Ｈｚや５０．５Ｈｚと認識してしまう可能性があり、実際には
許容範囲内にあって電力の需給バランスを整えるために特別な動作を起こす必要のない電
源の周波数であるのにも関わらず、許容範囲を超えた変動が起きたと認識してしまって特
別な動作を起こしてしまう不具合が生じることになる。
【００９１】
　その逆の不具合も生じ得て、すなわち、例えば実際の電源の周波数が４９．６Ｈｚと許
容範囲外で電力の需給バランスを整えるための動作を必要としているのにも関わらず、５
０．１Ｈｚと認識して、許容範囲内である判断してしまう事態も起こり得る。このように
、電源の周波数測定回路１６が測定した電源の周波数の絶対値そのものが、許容範囲４９
．７Ｈｚ～５０．３Ｈｚ内にあるか否かを判定して、空気調和機１００の動作を制御する
ことは適切ではない。
【００９２】
　そこで、この空気調和機１００では、このような±１％程度の誤差を含んで電源の周波
数測定回路１６にて測定される電源の周波数を使用しても、室外側制御装置１４が電源の
周波数の変動量を精度よく検出でき、検出した変動量より電力の需給バランス状態を判定
して、その変動量に基づいた空気調和機１００の制御が可能となる電源の周波数の変動量
検出方法について、これより説明する。
【００９３】
　なお、ここで述べているセラミック発振子のクロック周波数の誤差とは、クロック信号
の周波数が運転の度にばらついて値が変化してしまうという意味の誤差ではない。セラミ
ック発振子の個体差等により、クロック周波数が基準値（カタログ表示値、設計値）から
ある特定の方向に偏った周波数となっていることを言っているものである。例えばここで
、クロック周波数の基準値が８ＭＨｚのセラミック発振子を設計上使用することとしてい
るが、実際に搭載したセラミック発振子のクロック周波数が、８．０５ＭＨｚであったり
とか、もしくは７．９３５ＭＨｚであったりとか、８ＭＨｚという基準値（設計値）から
特定の方向に所定量だけずれているということを意味しているのである。運転中には常に
その基準値からずれた周波数のクロック信号を発振しているということである。
【００９４】
　そのため、電源の周波数の誤差も、測定する度にばらつきが生じるということではなく
、セラミック発振子の上記した特定方向への所定量の偏り（ここで言う誤差）によって、
電源の周波数測定回路１６の測定する電源の周波数が、特定の方向（高めの方向もしくは
低めの方向）に所定量だけずれて（偏って）測定される傾向を示すことを意味しているの
である。供給電力の周波数が標準周波数の５０Ｈｚで安定して推移しているときには、電
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源の周波数測定回路１６がセラミック発振子の上記の誤差（偏り）により、例えば低めに
偏って測定する傾向（ここで言う誤差）があって、測定値は４９．７Ｈｚとなるが、その
４９．７Ｈｚで安定して推移するということである。
【００９５】
　この電源の周波数測定回路１６では、電源ゼロクロス回路２０７の出力信号立ち上がり
を捉えて室外制御マイコン２０９が、クロック発振回路２１０のクロック信号を使用して
電源の交流電圧波形（図５の電圧波形５１）の１周期を算出し、その逆数である電源の周
波数を把握しているが、電源の周波数測定回路１６（室外制御マイコン２０９と言っても
よい）は、空気調和機１００の運転中には、常時電源の周波数を算出しており、常に最新
の電源の周波数を把握できている。５０．０Ｈｚであれば１秒間に５０回、電源の周波数
の絶対値を把握しているのである。
【００９６】
　そして、室外側制御装置１４が電源の周波数の変動量を検出するためには、把握した最
新の電源の周波数を、何か基準となる周波数と比較して判定する必要がある。そこで、こ
の空気調和機１００においては、電源の周波数測定回路１６が測定した最新の電源の周波
数と比較する基準周波数として、この電源の周波数測定回路１６自身が測定した直近の所
定時間分の電源の周波数を平均化処理した値（平均値）を使用する。
【００９７】
　変動の判定の基となる基準周波数を、予め絶対値として室外側制御装置１４の室外制御
マイコン２０９に記憶させておくのではなく、電源の周波数回路１６が測定した所定時間
前から現在に至るまでの電源の周波数の平均値を基準周波数とするのである。そのため、
基準周波数は、常時直近の所定時間分の平均値に更新されることになり、この常に更新さ
れる基準周波数と電源の周波数のその時点での最新値（瞬時値）とを常時比較する。基準
周波数を設定する所定時間分の平均化処理の際には、ここでは最新値は含めず、最新値の
１つ前のデータまでを使用して平均化している。その理由は後述する。
【００９８】
　例えば、この所定時間をこの空気調和機１００では１５分と定める。そのため、電源の
周波数測定回路１６が現時点に至るまでの直近の１５分間に測定した１５分間分の電源の
周波数を、室外制御マイコン２０９が平均化処理し、その平均周波数を、電源の周波数の
最新瞬時値と比較する基準周波数と定める。そして電源の周波数測定回路１６が新たに電
源の周波数を把握する毎に基準周波数を更新し、基準周波数は、常時、直近１５分間の電
源の周波数の平均値となっている。
【００９９】
　そして室外側制御装置１４（室外制御マイコン２０９）が電源の周波数の最新瞬時値と
、常に直近１５分間の電源の周波数の平均値に書き換えられる基準周波数と、を比較する
ことで、電源の周波数の変動量を検出するようにしている。このように、把握した電源の
周波数の絶対値を、予め固定値として設定した周波数もしくは周波数範囲と比較すること
により電源の周波数の変動を検出するのではなく、最新値に至るまでに把握した直近１５
分間の電源の周波数を平均化処理した基準周波数と相対的な比較をすることにより電源の
周波数の変動量を検出することで、セラミック発振子のクロック周波数の誤差は排除する
ことができるようになる。
【０１００】
　クロック発振回路２１０のセラミック発振子のクロック信号が誤差を含んでいるとして
も、最新の電源の周波数も、それと比較される基準周波数も、同じセラミック発振子のク
ロック信号を用いて算出したもののであり、これらを相対的に比較するものであるので、
その差（変動量）には、セラミック発振子の誤差は含まれなくなるのである。よって、本
方法で電源の周波数の変動量を検出することで、セラミック発振子のクロック周波数の誤
差が排除でき、電源の周波数の変動量検出精度を高めることができる。
【０１０１】
　また、この検出方法は、電源の周波数測定回路１６以外に変動量検出のために新たな特
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別な電気回路を設ける必要がなく、室外制御マイコン２０９のプログラム処理の追加だけ
で対応することができ安価である。そして、高精度であるが高価な水晶発振子を使用しな
いで安価なセラミック発振子を使用しても、電源の周波数の変動量の高精度な検出を実現
することができるようになる。
【０１０２】
　例えば、電源の周波数測定回路１６にて、電源の周波数の最新の瞬時値が４９．５Ｈｚ
と測定されたとする。これを電力系統５０の供給電力の標準周波数５０．０Ｈｚと絶対比
較してしまえば、許容範囲の±０．３Ｈｚを超えた－０．５Ｈｚの変動となるが、測定し
た直近１５分間の電源の周波数の平均値である基準周波数が、４９．６Ｈｚであれば、そ
れとの相対比較で－０．１Ｈｚの変動と認識し、電力の需給バランスは、問題ないレベル
であると判断可能となる。この場合では、セラミック発振子のクロック信号周波数誤差が
－０．８％あり、このため電源の周波数測定回路１６は、実際の周波数よりも０．８％低
く測定する傾向にあるというわけである。このような傾向があったとしても、直近の所定
時間分の平均値との相対比較であれば、電源の周波数の変動量を精度よく検出できるので
ある。
【０１０３】
　なお、クロック発振回路２１０にセラミック発振子ではなくクロック信号の周波数精度
が高い水晶発振子を用いるのであれば、発振子のクロック周波数誤差を最初から考慮する
必要がなく、電源の周波数測定回路１６が測定した電源の周波数そのもの（絶対値）が正
確であるので、平均化処理による基準周波数の設定は不要であり、把握した電源の周波数
絶対値そのものを標準周波数（ここでは５０．０Ｈｚ）と比較して、その差により、周波
数の変動量を求めればよい。
【０１０４】
　なお、基準周波数を設定するための平均化処理に用いる電源の周波数測定回路１６によ
る測定値（データ）は、上記では直近の１５分間のデータを用いていたが、これに限るも
のではなく、もっと時間的に短くても長くてもよい。常に１５分間のデータで毎回基準周
波数を更新するとなると、例えば５０．０Ｈｚであれば、この室外制御マイコン２０９は
、１秒間に５０回データを取り込むので、１５分間の平均値を求めるとなると、４.５万
個のデータを平均化処理することになる。そしてこれらのデータを保管するメモリ容量が
室外制御マイコン２０９には必要となるため、室外制御マイコン２０９の容量に応じて平
均化処理に対応するデータ量（直近の所定時間）を適宜設定すればよい。
【０１０５】
　基準周波数設定のための直近データ（電源の周波数）の平均化処理では、常に新しい電
源の周波数が加わるが、１５分（所定時間）前のデータは破棄されていく、すなわち常に
直近の１５分間分のデータに更新されていくので、メモリとして決まった容量を確保して
おけばよく、常に直近の所定時間分の全データ（上記の場合では４.５万個のデータ）を
保管してそれらの合計を母数で割って平均値（基準周波数）を算出すればよい。
【０１０６】
　また、個々のデータは保管せずに最新の平均値（基準周波数）だけを記憶するようにし
て、これに新たな電源の周波数の偏差だけを加減して、基準周波数を更新するようにして
もよい。このような平均化処理をすれば、室外制御マイコン２０９のメモリ容量を減らせ
る効果がある。新たな電源の周波数の偏差は、最新の平均値と電源の周波数の最新瞬時値
（今回測定した値）の差を所定時間分（１５分間）のデータ数（４.５万）で割った値で
ある。このときの分母となるデータ数（４．５万）は、固定値としてよい。
【０１０７】
　なお、運転開始時から所定時間に到るまで、すなわち運転時間がまだ所定時間に満たな
い場合には、その時点までに得られたデータにて平均化処理して、それを暫定的に基準周
波数とすればよい。
【０１０８】
　上記のとおり、電源の周波数の変動は、電力の需給バランスが崩れることによって生じ
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るもので、アンバランスの度合いが大きいほど電源の標準周波数に対する変動量が大きく
なる。この空気調和機１００では、直近の所定時間分の平均値である基準周波数と電源の
周波数の最新瞬時値とを比較することで、電源の周波数の変動量を検出し、この検出結果
に応じて、電力の需給バランスの状態を判定している。
【０１０９】
　なお、直近の所定時間分の平均値である基準周波数と比較する電源の周波数は、最新瞬
時値に限るものではない。例えば、基準周波数の設定よりも時間的な範囲が短い直近の所
定時間分の平均値を用いてもよい。上記した例では、直近１５分間の電源の周波数の平均
値を基準周波数としているが、その基準周波数と、例えば直近１秒間の電源の周波数の平
均値を比較して、電源の周波数の変動量を検出するようにしてもよい。このようにするこ
とで、制御上のエラーによって突発的に生じた瞬間的な電源の周波数の変動による誤判定
は回避できる。
【０１１０】
　次に、この空気調和機１００が、電源の周波数測定回路１６により測定した電源の周波
数が設定された所定範囲から逸脱する変動を検出した時に開始する、電力の需給バランス
を整えるための運転動作について説明する。この空気調和機１００は、電力の需給がアン
バランス状態であると判断した場合には、電源の周波数の変動量に応じて、電力の需給バ
ランスを整えるための運転を行うのであるが、その主たる目的は、アンバランス状態にあ
る電力の需給バランスを整えて、電力の需給バランスの安定を確保して、すなわち電源の
周波数の変動幅を所定範囲内に収めて、電力品質の安定化を図ることである。これにより
空気調和機１００の効率悪化や停止を回避するとともに、電力系統５０の停電の発生を阻
止することである。
【０１１１】
　まず、この空気調和機１００では、室外側制御装置１４において、上記した方法によっ
て電源の周波数の変動を常時検出し、その変動量が、所定範囲を逸脱すれば、電力の需給
バランスを整える運転動作を開始する。
【０１１２】
　なお、電源の周波数の変動が供給電力の周波数変動の許容範囲である±０．３Ｈｚを少
しでも超えたら電力の需給バランスを整える運転を開始するようにしてもよい、すなわち
設定する所定範囲を供給電力の周波数変動の許容範囲と等しく、±０．３Ｈｚ以内（－０
．３Ｈｚ≦変動量≦＋０．３Ｈｚ）として、この所定範囲（許容範囲）を逸脱したら電力
の需給バランスを整える運転を開始するとしてもよいが、この許容範囲からのわずかな逸
脱、すなわち±０．３Ｈｚの超える変動分が小さいのであれば、空気調和機１００の運転
効率への影響は小さく、空気調和機１００の運転停止や電力系統５０での停電発生の可能
性は極めて低いので、電力の需給バランスを整える運転を開始する電源の周波数変動量は
、±０．３Ｈｚより大きい側へ多少のゆとりがあってもよい。
【０１１３】
　この空気調和機１００では、電源の周波数が基準周波数に対して±０．４Ｈｚ以上変動
した場合（所定範囲を±０．４Ｈｚ未満として、この所定範囲を逸脱した場合）に、電力
の需給バランスを整える運転を開始する。すなわち、電力の需給がアンバランスであると
判定して、電力の需給バランスが安定するような運転へと移行する。なお、電力の需給バ
ランスを整える運転を開始する電源の周波数変動量（この空気調和機１００では±０．４
Ｈｚとしている）については、電源の周波数変動量と空気調和機１００の効率悪化の関係
を踏まえ、空気調和機１００が設置される地域を担当する電力系統５０側との協議により
決定すればよい。
【０１１４】
　電源の周波数が基準周波数よりも小さくなる変動、すなわち変動量がマイナスとなる変
動をした場合には、電力の需給バランスは、電力供給不足状態であり、需要側における電
力使用量が、電力系統５０からの電力供給量より大きい場合である。逆に電源の周波数が
基準周波数よりも大きくなる変動、すなわち変動量がプラスとなる変動をした場合には、
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電力供給過剰状態であり、需要側における電力使用量が、電力系統５０からの電力供給量
より小さい場合である。この空気調和機１００の電力の需給バランスを整える運転は、電
力の供給不足状態と供給過剰状態とで異なる動作となる。
【０１１５】
　まずは、室外側制御装置１４が、電力の需給バランスを整える運転が必要となるレベル
の電力の供給不足状態と判定した場合の、すなわち電源の周波数測定回路１６が測定した
電源の周波数の最新瞬時値が、電源の周波数測定回路１６が測定した直近１５分間の電源
の周波数の平均値である基準周波数より０．４Ｈｚ以上小さくなる変動を検出した場合の
、この空気調和機１００の電力の需給バランスを整える運転について説明する。
【０１１６】
　電力の供給不足状態と判断してから電力の需給バランスを安定化させるために、この空
気調和機１００では、室外側制御装置１４が、当該空気調和機１００の消費電力を低下さ
せるように圧縮機１の回転数を低下させる制御を行う。これが電力系統５０の電力供給不
足状態を検出した場合の電力の需給バランスを整える運転である。この需要側である空気
調和機１００の消費電力を減少させることで、電力の供給不足状態を解消して、電力の需
給バランスを保たせ、電力品質を安定化させる。
【０１１７】
　そして、室外側制御装置１４は、その圧縮機１の回転数の低下度合いを、電源の周波数
の変動量（対基準周波数）の大きさに応じて変化させるのである。具体的には、電源の周
波数の基準周波数よりも小さくなる変動量が０．４Ｈｚ以上で０．７Ｈｚ未満（変動量が
－０．４Ｈｚ～－０．７Ｈｚ、ただし０．７Ｈｚは含まず）となる変動を室外側制御装置
１４（室外制御マイコン２０９）が検出した場合は、室外側制御装置１４は、カレントト
ランス２０８が検出するこの空気調和機１００の運転電流（１次側電流）が０．４Ｈｚ以
上で０．７Ｈｚ未満の変動を検出する直前の運転電流の７５％となるように、圧縮機駆動
回路１５を介して、圧縮機１の回転数を低下させる制御を行う。
【０１１８】
　なお、カレントトランス（電流センサ）２０８は、空気調和機１００の運転中は、常時
検出した運転電流を室外制御マイコン２０９に入力しており、空気調和機１００の運転電
流を室外制御マイコン２０９が常時監視している。
【０１１９】
　そして、電源の周波数の基準周波数よりも小さくなる変動量が０．７Ｈｚ以上で１．５
Ｈｚ未満（変動量が－０．７Ｈｚ～－１．５Ｈｚ、ただし１．５Ｈｚは含まず）である場
合は、室外制御装置１４は、空気調和機１００の運転電流がその変動を検出する直前の運
転電流の６０％となるように、圧縮機駆動回路１５を介して、圧縮機１の回転数を低下さ
せる制御を行う。
【０１２０】
　但し、圧縮機駆動回路１５が圧縮機１の回転数を運転最小回転数まで低下させても、カ
レントトランス２０８の検出する運転電流が、目標とする電流（電源の周波数が基準周波
数より０．４Ｈｚ以上小さくなる変動が検出される直前の運転電流の７５％もしくは６０
％となる電流）に到達しない（低減しない）場合では、室外側制御装置１４は、その運転
最小回転数で圧縮機１を運転するように制御する。また、運転電流が、変動を検出する直
前の運転電流ではなく、変動を検出した時点の運転電流の７５％もしくは６０％となるよ
うに、圧縮機１の回転数を低下させてもよい。
【０１２１】
　そして、電源の周波数の基準周波数よりも小さくなる変動量が、１．５Ｈｚ以上である
場合は、室外側制御装置１４は、電力系統５０の電力供給状態が危機的に不足状態である
と判断して、圧縮機１を停止する措置をとる。なお、電力系統５０の危機的な電力供給不
足状態が続くと、発電設備に不具合が生じて大規模な停電が発生する危険性が高まるので
、この状態をできるだけ早く回避しなければならない。
【０１２２】
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　このように、室外側制御装置１４が、電源の周波数の瞬時値が基準周波数よりも０．４
Ｈｚ以上小さくなる変動を検出して電力が供給不足状態であると判断すると、空気調和機
１００の運転電流が下がるように圧縮機１の回転数を低下もしくは圧縮機１を停止させて
消費電力を減少させ、電力系統５０の電力供給不足を補うようにするので、電力の需給バ
ランスを安定化させ、電力品質の安定を確保することに貢献できる。以上が、電力の供給
不足状態におけるこの空気調和機１００の電力の需給バランスを整える運転である。室外
側制御装置１４は、空気調和機１００の運転電流の低下を監視しながら圧縮機１の回転数
を低下させる制御を行うので、確実に消費電力が減少し、電力系統５０の電力供給不足を
補うことになる。
【０１２３】
　なお、この空気調和機１００では、電源の周波数が一瞬でも０．４Ｈｚ以上基準周波数
より下がる変動を室外側制御装置１４が検出したのであれば、直ちに上記した電力の供給
不足状態における電力の需給バランスを整える運転を行うものである。そのような変動が
所定時間続いたことを確認して、電力系統５０の電力供給不足状態が確実であると判断し
てから、電力の需給バランスを整える運転を行うように制御してもよいが、一刻も早い電
力の需給バランスの安定回復を達するために、０．４Ｈｚ以上電源の周波数が下がる変動
を検出した瞬間に、直ちに電力の需給バランスを整える運転を行うこととする。
【０１２４】
　次に、室外側制御装置１４が、電力の需給バランスを整える運転が必要となるレベルの
電力の供給過剰状態と判断した場合の、すなわち電源の周波数測定回路１６が測定した電
源の周波数の最新瞬時値が、電源の周波数測定回路１６が測定した直近１５分間の電源の
周波数の平均値である基準周波数より０．４Ｈｚ以上大きくなる変動を検出した場合の、
この空気調和機１００の電力の需給バランスを整える運転について説明する。
【０１２５】
　電力の供給過剰状態と判定してから電力の需給バランスを安定化させるために、この空
気調和機１００では、室外側制御装置１４が、当該空気調和機１００の消費電力を高める
ように圧縮機１の回転数を上昇させる制御を行う。これが電力系統５０の電力供給過剰状
態を検出した場合の電力の需給バランスを整える運転である。需要側である空気調和機１
００の消費電力を増大させることで、電力の供給過剰状態を解消して、電力の需給バラン
スを保たせ、電力品質を安定化させる。
【０１２６】
　そして、室外側制御装置１４は、その圧縮機１の回転数の上昇度合いを、電源の周波数
の変動量（対基準周波数）の大きさに応じて変化させるのである。具体的には、電源の周
波数の基準周波数よりも大きくなる変動量が０．４Ｈｚで０．７Ｈｚ未満（変動量が＋０
．４Ｈｚ～＋０．７Ｈｚ、ただし０．７Ｈｚは含まず）となる変動を室外側制御装置１４
（室外制御マイコン２０９）が検出した場合は、室外側制御装置１４は、カレントトラン
ス２０８が検出する空気調和機１００の運転電流が０．４Ｈｚ以上で０．７Ｈｚ未満の変
動を検出する直前の運転電流の１５０％となるように、圧縮機駆動回路１５を介して、圧
縮機１の回転数を上昇させる制御を行う。なお、運転電流が、変動を検出する直前の運転
電流ではなく、変動を検出した時点の運転電流の１５０％となるように、圧縮機１の回転
数を上昇させてもよい。
【０１２７】
　但し、目標とする運転電流（電源の周波数が基準周波数より０．４Ｈｚ以上大きくなる
変動が検出される直前の運転電流の１５０％となる電流）が、運転最大電流（最大許容電
流）を超えるような場合では、運転最大電流を上限として、運転電流がこれを超えない範
囲で運転最大電流に近い電流となるように圧縮機１の回転数を制御する。また、圧縮機駆
動回路１５が圧縮機１の回転数を運転最大回転数（この圧縮機１では１２０ｒｐｓ）まで
回転数を上昇させても、カレントトランス２０８の検出する運転電流が、目標の電流値に
到達しない（増加しない）場合では、室外側制御装置１４は、その運転最大回転数（最大
許容回転数）で圧縮機１を運転するように制御する。
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【０１２８】
　そして、電源の周波数の基準周波数よりも大きくなる変動量が、０．７Ｈｚ以上である
場合は、電力系統５０の電力供給過剰の状態が非常に大きな状態になっていると判断して
、圧縮機１を運転最大回転数（最大許容回転数）で、その際に運転最大電流を超えるよう
であれば超えない範囲で最も大きい回転数で運転するよう制御し、電力の需給バランスの
安定化を図ることを優先させる。なお、電力系統５０の電力供給過剰が非常に大きな状態
が続くと、発電設備に不具合が生じて大規模な停電が発生する危険性が高まるので、この
状態をできるだけ早く回避しなければならない。
【０１２９】
　このように、室外側制御装置１４が、電源の周波数の瞬時値が基準周波数よりも０．４
Ｈｚ以上大きくなる変動を検出して電力が供給過剰状態であると判断すると、空気調和機
１００の運転電流が大きくなるように圧縮機１の回転数を上昇もしくは圧縮機１を最大運
転回転数で運転させて消費電力を増加させ、電力系統５０の電力供給過剰を和らげるよう
にするので、電力の需給バランスを安定化させ、電力品質の安定を確保することに貢献で
きる。以上が、電力の供給過剰状態におけるこの空気調和機１００の電力の需給バランス
を整える運転である。室外側制御装置１４は、空気調和機１００の運転電流の上昇を監視
しながら圧縮機１の回転数を上昇させる制御を行うので、確実に消費電力が増加し、電力
系統５０の電力供給過剰を緩和することになる。
【０１３０】
　そして、この空気調和機１００では、電源の周波数が一瞬でも０．４Ｈｚ以上基準周波
数より高まる変動を室外側制御装置１４が検出したのであれば、直ちに上記した電力の供
給過剰状態における電力の需給バランスを整える運転を行うものである。そのような変動
が所定時間続いたことを確認して、電力系統５０の電力供給過剰状態が確実であると判断
してから、電力の需給バランスを整える運転を行うように制御してもよいが、一刻も早い
電力の需給バランス安定回復を達するために、０．４Ｈｚ以上電源の周波数が高まる変動
を検出した瞬間に、直ちに電力の需給バランスを整える運転を行うこととする。
【０１３１】
　以上のように、この空気調和機１００は、電源の周波数測定回路１６が測定した電源の
周波数の変動に応じて、圧縮機１の回転数を変化させたり、圧縮機１を停止させたりする
もののである。そして、それにより、空気調和機１００の消費電力を増減させて、電力の
需給バランスを整えようとするものである。なお、電力の供給不足、供給過剰のいずれの
状態における電力の需給バランスを整える運転においても、上記の段階分けした電源の周
波数の変動量や、圧縮機１の回転数変更の指標となる目標運転電流の比率（７５％や１５
０％）は、一つの例であり、上記の値に限定されるものではない。
【０１３２】
　この空気調和機１００は、電源の周波数の瞬時値の基準周波数に対する変動量が所定範
囲（ここでは－０．４Ｈｚ＜変動量＜＋０．４Ｈｚの範囲）を逸脱した場合に直ちに電力
の需給バランスを整える運転を行うものである。そして、需給バランスを整える運転とし
て、室外側制御装置１４は、電源の周波数がこの所定範囲を逸脱する直前もしくは逸脱時
の運転電流に、電源の周波数の基準周波数に対する変動量に応じた所定の比率（上記の例
では０．７５や１．５）を乗じて目標運転電流を設定し、運転電流がこの目標運転電流と
なるように、カレントトランス２０８にて運転電流を監視しながら、圧縮機１の回転数を
変化させている。
【０１３３】
　また、上記した電力の供給不足、供給過剰のいずれの状態における電力の需給バランス
を整える運転中においても、電源の周波数測定回路１６にて電源の周波数の測定は継続し
て行われる。ただし、電力の需給バランスを整える運転中は、基準周波数の更新を行わず
、基準周波数は、電力の需給バランスを整える運転を開始した時点もしくは直前の基準周
波数を継続する。
【０１３４】
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　すなわち、電力の需給バランスを整える運転中は、室外制御マイコン２０９が、基準周
波数を書き換えず、電力の需給バランスを整える運転を開始した時点もしくは直前の基準
周波数を記憶して、これと電源の周波数測定回路１６にて測定された電源の周波数の最新
瞬時値とを比較する。圧縮機１を停止する措置をとっている間も同様である。圧縮機１の
停止措置もこの空気調和機１００の電力の需給バランスを整える運転に含まれている。
【０１３５】
　電力の需給バランスを整える運転中では基準周波数の更新を行わない、すなわち平均化
処理を停止するのは、直近の所定時間分の電源の周波数を平均化処理して得られる基準周
波数に、電力の需給バランスが崩れて変動した電源の周波数を取り入れてしまっては、基
準周波数そのものが変動した後の電源の周波数に徐々に近づいてしまうことになるからで
ある。基準周波数は、あくまで電力の需給バランスが安定しているときの電源の周波数を
示していなければならないのである。
【０１３６】
　そのために、通常の運転中における所定時間分の平均化処理の際にも、電源の周波数の
最新値は含めず、最新値の１つ前のデータまでを使用して平均化しているのである。これ
により、最新瞬時値が±０．４Ｈｚ以上の変動をした（所定範囲を逸脱した）周波数であ
って直ちに電力の需給バランスを整える運転に移行しても、その最新値の周波数は、基準
周波数に取り入れられず、基準周波数の信頼度を高く維持できるのである。
【０１３７】
　このように、電力の需給バランスを整える運転中であっても、室外側制御装置１４が、
電源の周波数測定回路１６により電源の周波数を常に把握し、電力の需給バランスを整え
る運転前の基準周波数と比較して電力の需給バランス状態を常に判定しているのである。
そのため、この空気調和機１００では、電力の需給バランスを整える運転中に電力の需給
バランスが回復して電力の周波数の変動が所定範囲内に収まったことを室外側制御装置１
４が認識することができるので、室外側制御装置１４が、自ら電力の需給バランスを整え
る運転を終了させ、電力の需給バランスを整える運転を開始する前の通常運転（建物負荷
に応じた運転）に戻す制御をすることが可能となるのである。
【０１３８】
　すなわち、電力の需給バランスを整える運転中に、室外側制御装置１４が、電源の周波
数と基準周波数（電力の需給バランスを整える運転を開始した時点もしくは直前の基準周
波数）との差が±０．４Ｈｚ未満になった（所定範囲内に戻った）ことを認識すれば、電
力の需給バランスが回復したと判断して電力の需給バランスを整える運転を終了し、直ち
に空気調和機１００を電力の需給バランスを整える運転を開始する直前の運転状態に戻す
制御を始める。
【０１３９】
　このように、この空気調和機１００では、自ら電力の需給バランスが回復したことも判
断でき、電力の需給バランスを整える運転を終了させるので、電力の需給バランスを整え
る運転の時間を最小限に抑えることができる。この電力の需給バランスを整える運転は、
電力が供給不足状態の場合では、圧縮機１の回転数を低下させるため、建物負荷に比べ空
調能力は低下してしまうこととなり、使用者が不快に感じることも考えられる。また、電
力が供給過剰状態の場合は、圧縮機１の回転数を上昇させるため、建物負荷に比べて空調
能力が高まってしまうこととなり、暖め過ぎもしくは冷やし過ぎを招いて、こちらも使用
者が不快に感じることも起こり得る。
【０１４０】
　しかし、この空気調和機１００は、上記のとおり、電力の需給バランスを整える運転を
最小限の時間に抑えることができるので、使用者が感じる不快感も最小限とすることがで
き、使用者に大きな不快感を与えないで電力の需給バランスを整える運転が行える。
【０１４１】
　なお、需要側である空気調和機１００が電力の需給バランスを整える運転をしている間
は、供給側である電力系統５０においても、発電設備の稼動量を増減する等の対応をとり
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、電力の需給バランスをできるだけ早く安定化させる取り組みを行うのである。
【０１４２】
　室外側制御装置１４が、電源の周波数の基準周波数に対する変動量が±０．４Ｈｚ未満
となって（所定範囲内に戻って）電力の需給バランスが回復したと判断して、電力の需給
バランスを整える運転を終えると、室外側制御装置１４は、基準周波数の更新を再開する
。電力の需給バランスを整える運転中には、基準周波数は、電力の需給バランスを整える
運転を開始した時点もしくは直前の基準周波数に固定されているが、これを書き換えてい
く。すなわち、再開後の基準周波数は、電力の需給バランスを整える運転時間を除いた直
近の所定時間分の平均化処理となる。
【０１４３】
　例えば、電力の需給バランスを整える運転が１１分間行われ、その後通常運転に戻って
３分間が経過した時点の基準周波数は、その電力の需給バランスを整える運転が始まるま
での１２分間のデータと電力の需給バランスを整える運転が終了後の３分間のデータを合
わせた１５分間分のデータを平均化処理したものとなる。電力の需給バランスを整える運
転を挟むときには、正確には直近の所定時間分の平均値とはならないが、ここでの直近の
所定時間分には、電力の需給バランスを整える運転の時間は除くものとする。
【０１４４】
　また、この空気調和機１００では、電力の需給バランスを整える運転中であっても、室
外側制御装置１４が、電源の周波数を常に把握し、電力の需給バランスを整える運転前の
基準周波数と比較して電力の需給バランス状態を常に判定しているため、電源の周波数が
段階的に変動しても、それに合わせた段階的な対応（電力の需給バランスを整える運転）
が可能となる。
【０１４５】
　例えば、室外側制御装置１４が、基準周波数に対して－０．５Ｈｚとなる電源の周波数
の変動（電力の供給不足状態）を検出して、運転電流がその検出直前の運転電流の７５％
となるように圧縮機１の回転数を低下させて、電力の需給バランスを整える運転をしてい
るときに、さらに電源の周波数が変動して、基準周波数（電力の需給バランスを整える運
転開始前の基準周波数である）よりも－０．９Ｈｚとなったとしたら、直ちに運転電流が
その－０．５Ｈｚの変動を検出する直前の運転電流の６０％となるように圧縮機１の回転
数を低下させる対応をとる。
【０１４６】
　そして、さらに電源の周波数が変動して基準周波数よりも－１．５Ｈｚとなったら、直
ちに圧縮機１を停止する措置をとるのである。このように、電源の周波数が、所定範囲内
（±０．４Ｈｚ未満）に戻らないで、その所定範囲外で段階的に変化しても、電力の需給
バランスを整える運転中でも、電源の周波数を常に把握して電力の需給バランス状態を常
に判定しているため、電源の周波数が段階的に変動しても、それに合わせた電力の需給バ
ランスを整える運転を直ちに行うことができ、電力の需給バランスの早期回復に貢献でき
る。電源の周波数が、マイナスの変動（電力供給不足）からプラスの変動（電力供給過剰
）に急変した場合、もしくはその逆の場合でも対応可能である。
【０１４７】
　なお、電力の需給バランスを整える運転の運転時間を予め設定し、電力の需給バランス
を整える運転を開始したら、その設定運転時間はその運転を続けるように構成してもよい
。この場合では、電力の需給バランスを整える運転中は、電源の周波数と基準周波数との
差が±０．４Ｈｚ未満になったかどうか（電源の周波数が所定範囲内に戻ったかどうか）
を確認する必要がないので、電源の周波数測定回路１６による電源の周波数の測定も停止
してもよい。そしてその運転設定時間は、供給側である電力系統５０における発電設備の
稼動量増減等の対応に必要となる時間とすればよく、空気調和機１００が設置される地域
を担当する電力系統５０側との協議により決定されることが望ましい。
【０１４８】
　上記の電力の需給バランスを整える運転では、空気調和機１００の消費電力を増減させ
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る方法として、空気調和機１００の運転電流を変更するようにしている。室外側制御装置
１４が、空気調和機１００の運転電流をカレントトランス２０８で監視しながら、目標の
運転電流となるように圧縮機１の回転数を制御している。しかし、電力の需給バランスを
整える運転はこれに限るものではない。
【０１４９】
　他にも例えば室外側制御装置１４が、圧縮機１の回転数を、電力の需給バランスを整え
る運転直前の圧縮機１の回転数に対して、電力が供給不足状態では、７５％や５０％とす
る指示を、また、電力が供給過剰の状態では、１２５％や１５０％とする指示を直接的に
圧縮機駆動回路１５に行って圧縮機１の回転数を変化させ、消費電力を増減させてもよい
。すなわち、室外制御装置１４が、電力の需給バランスを整える運転直前の圧縮機１の回
転数に所定の比率を乗じて目標となる運転回転数を設定し、圧縮機駆動回路１５を介して
圧縮機１の回転数をこの目標運転回転数に変化させるのである。
【０１５０】
　または、室外側制御装置１４が、電力の供給不足状態（電源の周波数が基準周波数より
小さくなる方向に変動して所定範囲を逸脱したこと）を検出した場合には、例えば、空気
調和機１００の運転最大電流（最大許容電流）や圧縮機１の運転最大回転数（最大許容回
転数）を、電源の周波数の基準周波数に対する変動量に応じて低減させる措置をとって空
気調和機１００の消費電力を抑制させたり、電力の供給過剰状態（電源の周波数が基準周
波数より大きくなる方向に変動して所定範囲を逸脱したこと）を検出した場合には、圧縮
機１を強制的に最大運転回転数（最大許容回転数）で運転して、空気調和機１００の消費
電力を増加させたりしてもよい。
【０１５１】
　または、室外側制御装置１４が、電力の需給アンバランス状態を検出した場合には、室
内側制御装置１２から室外側制御装置１４に送信される建物負荷（室温と設定温度の差の
データ）を、室内側制御装置１２もしくは室外側制御装置１４が強制的に変更して、空気
調和機１００の消費電力を増減させてもよい。
【０１５２】
　冷房運転を例に説明すると、室温が３０℃で、設定温度が２７℃の場合では、室外側制
御装置１４には建物負荷として温度差３ｄｅｇのデータが送信され、圧縮機１は、この温
度差に応じた回転数に制御されるが、電力が供給不足の状態である場合には、例えば、こ
の温度差３ｄｅｇを１ｄｅｇに強制的に変更し、２ｄｅｇ相当の負荷を見かけ上縮小させ
ることで、圧縮機１の回転数を低下させ、空気調和機１００の消費電力を減少させる。逆
に電力が供給過剰の状態である場合には、温度差３ｄｅｇを５ｄｅｇに強制的に変更し、
２ｄｅｇ相当の負荷を見かけ上増加させて圧縮機１の回転数を上昇させ、空気調和機１０
０の消費電力を増加させるようにしてもよい。
【０１５３】
　上記したが、電力の需給バランスを整える運転においては、建物負荷に比べて空調能力
が電力の供給不足状態では低下したり、電力の供給過剰状態では上昇したりしてしまうこ
とから、使用者が不快に感じることも起こり得る。そこでこれより、電力の需給バランス
を整える運転中に使用者が感じる不快感をできる限り軽減するようなこの空気調和機１０
０の室内機１０１の運転制御について説明する。
【０１５４】
　室外側制御装置１４が、電力の需給バランスを整える運転を開始すると同時に、その判
断情報を、室内側制御装置１２に、室内外連絡ケーブル１３の通信線（信号ケーブル）１
３ｃを介して送信する。これにより、電力の需給バランスが崩れた場合には、室内側制御
装置１２は、室外側制御装置１４と連動しながら、電力の需給バランスを整える運転が行
われている間の使用者が感じる不快感を軽減するように、室内ファン９の回転数や上下風
向調整板３４の回動角度を制御する。
【０１５５】
　具体的には、電力の需給バランスを整える運転中に室内側制御装置１２は、以下のよう
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な室内機１０１の気流制御を行う。空気調和機１００の冷房運転と暖房運転でこの気流制
御は異なり、また電力の需給アンバランスの状態によっても異なるので、場合分けして説
明する。なお、以下に示す室内機１０１の電力の需給バランスを整える運転中の気流制御
は、一つの例であり、これに限定されるものではなく、使用者が感じる不快感を減らせる
ものであればよい。なお、ここでは室内ファン９の風速（風量）を、強、中、弱の３段階
に分けて説明する。室内ファン９の回転数は、強、中、弱の順番で小さくなる。
【０１５６】
　まず暖房運転時に、室外側制御装置１４が、電源の周波数が基準周波数より－０．４Ｈ
ｚ～－１．５Ｈｚ（ただし－１．５Ｈｚは含まず）となる変動（電力の供給不足状態）を
検出して電力の需給バランスを整える運転を行う場合について説明する。この場合、圧縮
機１の回転数低下により暖房能力が低減し、室内機１００の吹出口３３から吹き出し温度
が低くなった気流（調和空気）が室内に吹き出されることになるので、室内側制御装置１
２は、室内ファン９の風速を弱とし、また、温度の低くなった吹き出し気流が使用者に直
接あたらないように、上下風向調整板３４を上吹きとなる角度に回動させる制御を行う。
ここで上吹きとは、気流を水平方向もしくは水平より天井側に向けて吹き出すことである
。
【０１５７】
　続いて暖房運転時に、室外側制御装置１４が、電源の周波数が基準周波数より０．４Ｈ
ｚ以上大きくなる変動（電力の供給過剰状態）を検出して電力の需給バランスを整える運
転を行う場合について説明する。この場合では、極力、高暖房能力運転を得て消費電力が
増加するように、室内側制御装置１２は、室内ファン９の風速を、強もしくは中と高めに
設定する。しかし、使用者が暖め過ぎと感じたり、高めの風速に不快感を感じたりしない
ように、室内側制御装置１２は、室内への吹き出し気流が使用者に直接あたらないよう上
下風向調整板３４を上吹きとなる角度に回動させる制御を行う。
【０１５８】
　このように暖房運転時の電力の需給バランスを整える運転においては、いずれの場合に
も室内側制御装置１２が、吹き出し気流が使用者に直接あたらないように上下風向調整板
３４を制御するので、電力供給不足の状態では、使用者に温度の低い気流があたることが
避けられ、また電力供給過剰の状態では、使用者に高暖房能力運転された気流があたるこ
とが避けられるので、使用者の不快感が軽減される。
【０１５９】
　次に冷房運転時に、室外側制御装置１４が、電源の周波数が基準周波数より－０．４Ｈ
ｚ～－１．５Ｈｚ（ただし－１．５Ｈｚは含まず）となる変動（電力の供給不足状態）を
検出して電力の需給バランスを整える運転を行う場合について説明する。この場合、圧縮
機１の回転数低下により冷房能力が低減し、室内機１００の吹出口３３から吹き出し温度
が高くなった気流が吹き出されることになるので、室内側制御装置１２は、使用者が冷涼
感を感じられるように、室内ファン９の風速を強とし、また、上下風向調整板３４を上下
にスイングさせて、使用者に気流感を与える制御を行う。
【０１６０】
　続いて冷房運転時に、室外側制御装置１４が、電源の周波数が基準周波数より０．４Ｈ
ｚ以上大きくなる変動（電力の供給過剰状態）を検出して電力の需給バランスを整える運
転を行う場合について説明する。この場合は、暖房運転時と同様で、極力、高冷房能力運
転を得て消費電力が増加するように、室内側制御装置１２は、室内ファン９の風速を、強
もしくは中と高めに設定する。しかし、使用者が冷やし過ぎと感じたり、高めの風速に不
快感を感じたりしないように、室内側制御装置１２は、室内への吹き出し気流が使用者に
直接あたらないよう上下風向調整板３４を上吹きとなる角度に回動させる制御を行う。
【０１６１】
　このように冷房運転時の電力の需給バランスを整える運転においても、室内側制御装置
１２が、電力供給不足の状態では、使用者に気流感を与え、電力供給過剰の状態では、使
用者に高冷房能力運転された気流があたることが避けられるので、使用者の不快感を軽減
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させることができる。
【０１６２】
　また、室内機１００本体に人体検知センサ（図示せず）を備え、この人体検知センサに
て室内の居住者（使用者）を検知して、暖房運転時の電力の需給バランスを整える運転と
、冷房運転時で電力の供給過剰状態による電力の需給バランスを整える運転においては、
検知した人を避けて気流を吹き出すようように、室内側制御装置１２が、上下風向調整板
３４および左右風向調整板３５の向き（角度）を制御してもよい。
【０１６３】
　そして、冷房運転時で電力の供給不足状態による電力の需給バランスを整える運転にお
いては、人体検知センサが検知した人に向かって直接的に気流を送るように、室内側制御
装置１２が、上下風向調整板３４および左右風向調整板３５の向きを制御してもよいし、
また、上下風向調整板３４を上下にスイングさせるとともに、左右風向調整板３５も左右
にスイングさせ、使用者に気流感を与えるようにしてもよい。
【０１６４】
　なお、１．５Ｈｚ以上基準周波数よりも小さくなる変動（電力の供給不足が深刻な状態
）を検出し、電力の需給バランスを整える運転として、圧縮機１を停止させる措置をとる
場合でも、上記と同様に、暖房運転時は、室内ファン９の風速を弱にして、吹き出し気流
が使用者にあたらないようにし、冷房運転時は、室内ファン９の風速を強にして、吹き出
し気流を上下や左右にスイングさせてもよいし、圧縮機１と同様に室内ファン９を停止し
てもよい。その場合では、上下風向調整板３４を回動させ、吹出口３３を閉塞するように
してもよい。
【０１６５】
　図６は室内機１０１本体の斜視図であるが、この図においては、吹出口３３が２枚の上
下風向調整板３４によって塞がれた状態（空気調和機１００の運転停止状態）として示さ
れている。この空気調和機１００では、さらに、室内機１０１本体に、電力の需給バラン
スを整える運転中であることを示す表示ランプ２３ｂを設置する。この表示ランプ２３ｂ
は、表示手段２３のひとつである。図６においては、空気調和機１００が運転中であるこ
とを示す運転ランプ２３ａ（表示手段のひとつ）とは別個に設けられている。電力の需給
バランスを整える運転が開始されると、室内側制御装置１２が、表示ランプ２３ｂを点灯
し、使用者に電力の需給バランスを整える運転中であることを知らせる。電力の需給バラ
ンスを整える運転中は、運転ランプ２３ａ、表示ランプ２３ｂがともに点灯している。
【０１６６】
　そして、電力の需給バランスの安定が回復され、電力の需給バランスを整える運転を室
外側制御装置１４が終了させると、室内側制御装置１２は、表示ランプ２３ｂを消灯させ
る。電力の需給バランスを整える運転において、電力の供給不足が深刻な状態にある場合
には、圧縮機１を停止する措置をとるが、この場合も電力の需給バランスを整える運転中
であり、室内側制御装置１２は、表示ランプ２３ｂを点灯し、運転ランプ２３ａ、表示ラ
ンプ２３ｂがともに点灯される。なおランプにはいずれもＬＥＤ（発光ダイオード）を用
いている。
【０１６７】
　このように、表示ランプ２３ｂが点灯することにより、電力の需給バランスを整える運
転が行われていることを使用者が認識することが可能となるので、使用者が、電力の需給
バランスを整える運転に多少の不快感を招いたとしても、この空気調和機１００が故障し
ているわけではないことが判り、使用者に余計な不安を抱かせたり、心配させたりするこ
とが回避できる。
【０１６８】
　さらに、表示ランプ２３ｂの点灯が何を意味しているのかを、使用者に説明する表記部
３６を、室内機１０１本体の表示ランプ２３ｂの近傍に設けている。この表記部３６には
、表示ランプ２３ｂが点灯しているときには、電力の需給バランスを整える運転中であり
、故障ではないことが明記されている。また、電力の需給バランスを整える運転がどのよ
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うな運転なのか、その運転を行う目的は何か、なども表示するとよいが、スペース的な問
題もあって困難である場合には、詳細は取扱い説明書を参照して欲しい旨を表示し、それ
らの点は取扱い説明書で解説するようにしてもよい。
【０１６９】
　表記部３６を設けることにより、使用者が、表示ランプ２３ｂの点灯が意味すること（
電力の需給バランスを整える運転中であること）をいつでもすぐに理解できるようになり
、この空気調和機１００が故障しているわけではないことが判って、使用者に余計な不安
を抱かせたり、心配させたりすることがより回避できるようになる。
【０１７０】
　この表記部３６は、ステッカー（シール）を貼り付けることで構成しているが、筐体３
０の外表面に直接印刷して構成してもよいし、筐体３０の樹脂成形時に型によって外表面
に刻印するように構成してもよい。
【０１７１】
　また、表示ランプ２３ｂは設けずに、運転ランプ２３ａの点灯状態を変更することで、
電力の需給バランスを整える運転中であることを表示するように構成してもよい。例えば
、通常の運転中では、運転ランプ２３ａが点灯しているが、電力の需給バランスを整える
運転中には、室内側制御装置１２によって運転ランプ２３ａは点滅に変更されるようにし
て、電力の需給バランスを整える運転中であることを使用者に知らせる。この場合には、
運転ランプ２３ａの点滅が何を意味しているのかを、表記部３６にて説明する。表示ラン
プ２３ｂ設置のコスト増が省ける効果がある。
【０１７２】
　なお、電力の需給バランスを整える運転中であることを、リモコン２５の表示画面に表
示して、使用者に知らせるようにしてもよく、室内機１０１本体とリモコン２５の両方で
表示するようにしてもよい。
【０１７３】
　また、電力の需給バランスを整える運転中に、使用者がリモコン２５を操作した場合、
この空気調和機１００は、圧縮機１の回転数変化に直接的に関係しない、例えば室内機１
０１の風向（上下風向調整板３４や左右風向調整板３５の角度やスイング）や風量（室内
ファン９の回転数）の変更の指示については直ちに実行するが、圧縮機１の回転数変化が
伴われる設定温度の変更や運転モードの変更指示は、リモコン受信部２４にて受理はする
がその時点では実行せず、電力の需給バランスを整える運転が終了し、建物負荷に応じた
通常運転に戻ってから実行する。
【０１７４】
　なお、電力の需給バランスを整える運転中には、一切のリモコン２５からの指示を、受
理はするが実行しないで、通常運転に戻ってから実行するように構成してもよいし、電力
の需給バランスを整える運転中には、一切のリモコン２５からの指示を受け付けない（受
信しない）ように構成してもよい。
【０１７５】
　実際のところ電力系統５０において、電力の需給バランスが崩れるレベルである供給電
力の周波数が許容範囲外に変動するような事態は、頻繁に起こるものではない。そのため
、室外側制御装置１４が、例えば１日に１０回とか頻繁に電源の周波数の所定範囲からの
逸脱を検出することは現実的でなく、制御上のトラブルが発生している可能性がある。そ
のため、この空気調和機１００では、電力の需給バランスを整える運転を実施した回数を
室外制御マイコン２０９が記憶している。そして、所定期間内にその記憶した回数が所定
回数を超えた場合には、室外側制御装置１４が制御上のトラブルが発生していると判断す
る。
【０１７６】
　そして、そのような判断を下したときには、例えば表示ランプ２３ｂを点滅させるとか
、リモコン２５の表示画面にトラブル発生を表示するなどして、使用者に制御上のトラブ
ルが発生したことを知らせる。使用者は説明書等によってその警告が意味することを理解
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するとともに、製造業者のサービス部門等にトラブル解決（修理）の要求を行うものとす
る。そのとき修理までの期間に使用者が頻発してしまう電力の需給バランスを整える運転
によって不快感を感じないように、特定のリモコン操作により、たとえ室外側制御装置１
４が電源の周波数の所定範囲からの逸脱を検出したとしても電力の需給バランスを整える
運転へは移行しないように設定できるようになっている。
【０１７７】
　また、所定期間内に電力の需給バランスを整える運転を実施した回数が所定回数を超え
、室外側制御装置１４が制御上のトラブルが発生していると判断した場合には、それ以降
は、電力の需給バランスを整える運転を行う制御を無効にするようにしてもよい。そして
電源の周波数測定回路１６による電源の周波数の測定、室外制御マイコン２０９による基
準周波数の更新の制御も無効にするようにしてもよい。
【０１７８】
　このように、室外側制御装置１４の誤検出によって、電力の需給バランスを整える運転
が行われてしまうという事態の発生は回避することができる。それにより必要もないのに
電力の需給バランスを整える運転が行われ、使用者が不快感を感じてしまうという不具合
の発生が回避される。室外側制御装置１４が、制御上のトラブルが発生したと判断する指
標となる所定時間と所定回数については、空気調和機１００が設置される地域を担当する
電力系統５０側との協議により決定されることが望ましい。
【０１７９】
　なおここまでに説明した空気調和機１００では、室外側制御装置１４に電源の周波数測
定回路１６を設けていたが、これは、室外側制御装置１４が、その制御基板上にＰＡＭ手
段２０３のスイッチング素子のスイッチング制御に使用する電源ゼロクロス回路２０７を
予め備えていたから、すなわち既存の電源ゼロクロス回路２０７を利用したからでもある
。既存の電源ゼロクロス回路のない空気調和機であれば、電源の周波数測定回路１６を設
けるために、電源ゼロクロス回路２０７を新設するが、その場合では、室内側制御装置１
２の制御基板上に電源ゼロクロス回路２０７を設け、この電源ゼロクロス回路２０７と室
内制御マイコン２０１（クロック発振回路２１１を含む）にて、室内側制御装置１２に電
源の周波数測定回路１６を構成してもよい。
【０１８０】
　この場合では、室内側制御装置１２（室内制御マイコン２０１）が、基準周波数の更新
や、電源の周波数の瞬時値と基準周波数（平均周波数）との比較による電力の需給バラン
ス状態の判定、その判定結果に基づく電力の需給バランスを整える運転の開始および終了
の判断を行うことになる。そして、電力の需給バランスを整える運転の開始および終了の
判断がなされた場合には、これを室外側制御装置１４に通信線１３ｃを介して送信し、受
信した室外側制御装置１４は、圧縮機駆動回路１５により圧縮機１の回転数を制御し、空
気調和機１００の消費電力を増減させる。
【０１８１】
　以上のように、電力消費量の割合が高い空気調和機に、ここまでに説明した電源の周波
数測定回路１６を搭載し、これを広く普及させ、多くの空気調和機が、測定した電源の周
波数（瞬時値）と直近の所定時間分の電源の周波数の測定値を平均化処理した基準周波数
との変化量で、電源の需給バランス状態を判定し、電力の需給バランスが崩れた場合には
直ちに電力の需給バランスを整える運転を行ってその消費電力を増減することは、電力の
需給バランスの安定化に非常に有効であり、電力品質の安定化に大きく貢献できる。
【０１８２】
　また、そのためには、電源の周波数測定回路１６を省スペースで構成し、それを搭載す
るコストを抑制する必要があるが、電源ゼロクロス回路２０７を活用すること、さらに、
基準周波数との変化量で電力の需給バランス状態を判定するのでセラミック発振子のクロ
ック信号が活用できることにより、極めて安価にしかも省スペースにより既存の制御装置
に内蔵して実現することが可能となる。
【０１８３】



(29) JP 5217852 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　なお、上記した実施の形態１においては、空気調和機１００をルームエアコン（家庭用
）として説明したが、当然ではあるが、業務（店舗）用やビル用の大形の空気調和機に適
用してもよく、消費電力量が大きいこれら大形の空気調和機にも適用することで、電力の
需給バランスの安定化に大きく貢献できる。特に、電力の供給不足が問題となる夏季の昼
間には有効である。これにより電力品質が安定するとともに、電力系統５０においては、
風力発電設備１０６と太陽光発電設備１０５を最大限に活用して、回転型発電機１０４の
運転を最小限にとどめ、燃料を燃焼するときに生じる二酸化炭素の排出を極力抑えること
ができるようになる。
【０１８４】
　また、空気調和機だけではなく、圧縮式冷凍サイクル（圧縮式ヒートポンプサイクル）
を利用した他の冷凍サイクル装置への適用も有効である。例えば、最近急速に普及が拡大
している、深夜電力を活用して圧縮式冷凍サイクルを運転し、冷媒と水を熱交換させて湯
を作り（水を加熱し）、その湯を貯湯タンクに溜めて供給するヒートポンプ式給湯機への
適用がある。この給湯機は、基本的に屋外に設置される熱源機内に冷凍サイクル全体が装
備されていて、冷凍サイクルの水加熱用熱交換器（空気調和機の暖房運転では、凝縮器と
なる室内熱交換器に相当）で、熱源機とは別に設置されているタンクの水に冷媒の熱を伝
えて、湯を作りタンクに供給している。タンクの水はタンクと熱源機の水加熱用熱交換器
とをポンプにより循環している。なお、給湯機の冷凍サイクルには、一般的に冷媒として
二酸化炭素が使用されている。
【０１８５】
　この熱源機の制御装置（制御基板）に、上記と同様な電源の周波数測定回路１６を設置
し、空気調和機１００と同様に、制御装置が電力の需給バランス状態を判定し、電力の需
給バランスが崩れたと判定したならば、直ちに電力の需給バランスを整える運転を行うも
のとする。ただし、電力の需給バランスを整える運転動作は、上記した空気調和機１００
とは異ならせてもよい。
【０１８６】
　ヒートポンプ給湯機では、所定時間に所定温度のお湯を所定量タンク内に作るために、
前日の残湯が含まれるタンク内の水の温度（水温）や外気温といった毎晩異なる負荷条件
に対して、効率よく、すなわち消費電力をより小さくした運転ができるよう圧縮機の回転
数が変更可能であるが、１回の湯沸し運転では、圧縮機の運転開始直後や停止直前、また
は冬場における空気用熱交換器（空気調和機の暖房運転では、蒸発器となる室外熱交換器
に相当）の除霜運転を除き、通常は、湯沸しが完了するまで、負荷条件に基づき効率を優
先して決定された回転数にて連続的に運転される。
【０１８７】
　そこで、上記の空気調和機１００と同様に、圧縮機の回転数を変更して、消費電力を増
減させ、電力の需給バランスを整えるようにしてもよいが、電力が供給不足の状態では、
圧縮機の回転数を低下させる制御は行わずに、電源の周波数が基準周波数よりも小さくな
る方向に所定範囲を逸脱する変動を制御装置が検出したら、制御装置は、直ちに圧縮機を
停止して、湯沸し運転を一旦停止する。そして、電力の需給バランスの安定が回復した（
電源の周波数の対基準周波数の変動量が所定範囲内に戻った）ら、制御装置が、その時点
における負荷条件に対して、最も効率よく湯沸し運転が可能となる圧縮機の回転数を決定
し、その回転数にて湯沸し完了まで連続的に運転するようにしてもよい。
【０１８８】
　このようにヒートポンプ給湯機に適用させて、これを広く普及させることで、深夜電力
の需給バランスの安定化に大きく貢献できる。これにより深夜電力の品質が安定するとと
もに、電力系統５０においては、風力発電設備１０６を最大限に活用して回転型発電機１
０４の運転を深夜電力需要に応じて最小限にとどめ、燃料を燃焼するときに生じる二酸化
炭素の排出を極力抑えることができるようになる。
【０１８９】
　また、圧縮式冷凍サイクルを利用した他の冷凍サイクル装置として、冷凍冷蔵庫への適
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用も有効である。近年では、省エネルギー化を背景に、回転数が変更可能な圧縮機を搭載
する冷蔵庫の普及が拡大してきている。このため、圧縮機の回転数を変更して冷蔵庫の消
費電力を増減させることも可能である。そこで、冷蔵庫の制御装置（制御基板）に、空気
調和機１００と同様な電源の周波数測定回路１６を設置し、その制御装置が電力の需給バ
ランス状態を判定し、電力の需給バランスが崩れたと判定したならば、直ちに電力の需給
バランスを整える運転を行うものとする。
【０１９０】
　ただし、冷蔵庫においては、圧縮機の回転数を変化させ消費電力を増減させることによ
り、庫内の温度管理が不安定となって、貯蔵する食品に悪影響を及ぼしてはならないので
、圧縮機の回転数変更の指標とする目標運転電流設定に用いる、電力の需給バランスを整
える運転を開始する直前もしくは開始時点の運転電流に乗ずる比率を、空気調和機１００
の場合よりも緩和して、圧縮機の回転数の大幅な変更は避けるようにする。特に、電力が
供給不足の状態で、圧縮機の回転数を低下させる場合では、空気調和機１００では、運転
電流の低減割合を７５％や６０％としたが、冷蔵庫においては、これを最も低減する場合
でも８０％とする。そして、運転中の圧縮機の停止措置はとらないものとする。このよう
にして、電力の需給バランスを整える運転中に、貯蔵する食品に悪影響が及ぶことを避け
る。
【０１９１】
　また、冷蔵庫が連続的ではなく段階的に圧縮機の回転数を変更するものであれば、電力
供給不足の場合であれば一段階低い回転数に、電力供給過剰の場合であれば、一段落高い
回転数にするというように、大幅な圧縮機の回転数の変更は行わないようにする。冷蔵庫
の場合では、庫内の食品の保護を優先する必要があるため、極端な消費電力の増減は困難
であるが、これを普及率の高い冷蔵庫に広く普及させることで、台数効果により、電力の
需給バランスの安定化に大きく貢献できる。特に、電力の供給不足が問題となる夏季の昼
間には有効である。これにより電力品質が安定するとともに、電力系統５０においては、
風力発電設備１０６と太陽光発電設備１０５を最大限に活用して、回転型発電機１０４の
運転を最小限にとどめ、燃料を燃焼するときに生じる二酸化炭素の排出を極力抑えること
ができるようになる。
【０１９２】
　また、冷凍冷蔵庫は家庭用に限らず、業務用冷凍冷蔵庫にも適用し、さらに圧縮式冷凍
サイクルを用いた業務用のショーケースや自動販売機にも適用して、これを広く普及させ
ることで、電力の需給バランスの安定化に大きく貢献できる。これにより電力品質が安定
するとともに、電力系統５０においては、風力発電設備１０６と太陽光発電設備１０５を
最大限に活用して、回転型発電機１０４の運転を最小限にとどめ、燃料を燃焼するときに
生じる二酸化炭素の排出を極力抑えることができるようになる。
【０１９３】
　さらには、このように需要側の電化機器（冷凍サイクル装置）が、消費電力を電力の需
給バランス状態に応じて増減させる電力の需給バランスを整える運転を行うことにより、
電力の供給側である電力系統５０においては、電力の供給不足を避けるための余剰電力と
なるかもしれない電力を発電する必要がなくなる。これにより、回転型発電機１０４が燃
料を燃焼するときに生じる二酸化炭素の排出を極力抑えることができるようになる。
【０１９４】
　以上のように、電力の需給バランスを整える運転を可能とする上記した冷凍サイクル装
置を広く普及させることで、風力発電設備１０６や太陽光発電設備１０５といった自然エ
ネルギーを使って発電する発電設備を最大限に活用して、回転型発電機１０４の運転を最
小限にとどめられ、また、余剰電力となるかもしれない電力の発電を必要としない電力系
統５０が実現でき、回転型発電機１０４が燃料を燃焼するときに生じる二酸化炭素の排出
を極力抑え、地球温暖化防止に大きく貢献できる。
【図面の簡単な説明】
【０１９５】
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【図１】この発明の実施の形態１における電力系統と需要側とのの構成を示す構成図であ
る。
【図２】この発明の実施の形態１における空気調和機の冷媒回路等を示す構成図である。
【図３】この発明の実施の形態１における空気調和機の室内機の縦断面図である。
【図４】この発明の実施の形態１における空気調和機の制御装置の構成を示す構成図であ
る。
【図５】この発明の実施の形態１における空気調和機の室外側制御装置に装備される電源
ゼロクロス回路の動作説明図である。
【図６】この発明の実施の形態１における空気調和機の室内機本体の斜視図である。
【符号の説明】
【０１９６】
　１　圧縮機、２　吐出配管、３　吸入配管、４　アキュームレータ、５　冷媒流路切換
弁（四方弁）、６　室内熱交換器、７　減圧装置（膨張弁）、８　室外熱交換器、９　室
内ファン、１０　室外ファン、１１ａ　室内外接続配管（液側）、１１ｂ　室内外接続配
管（ガス側）、１２　室内側制御装置、１３　室内外連絡ケーブル、１４　室外側制御装
置、１５　圧縮機駆動回路、１６　電源の周波数測定回路、１７　吐出温度サーミスタ、
１８　室温サーミスタ、２０　室内管温サーミスタ、２１　室外管温サーミスタ、２２　
電源プラグ、２３　表示手段、２３ａ　運転ランプ、２３ｂ　表示ランプ、２４　リモコ
ン受信部、２５　外部操作装置（リモコン）、３０　筐体、３１　前面パネル、３２　吸
込口、３３吹出口、３４　上下風向調整板、３５　左右風向調整板、３６　表記部、５０
　電力系統、５１　電源の交流電圧波形、５２ａ～５２ｃ　電圧ゼロ点、５３　出力信号
、１００　空気調和機、１０１　室内機、１０２　室外機、１０３　住宅（電力需要側）
、１０４、１０４ａ～１０４ｃ　回転型発電機、１０５　太陽光発電設備、１０６　風力
発電設備、１０７　電力送電線、２０１　室内制御マイコン、２０２　リアクタ、２０３
　ＰＡＭ手段、２０４　ダイオードブリッジ、２０５　平滑コンデンサ、２０６　ＩＰＭ
（インバータ部）、２０７　電源ゼロクロス回路、２０８　トランスカレント（電流セン
サ）、２０９　室外制御マイコン、２１０、２１１　クロック信号発振回路。
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